
件名：精神通院医療・手帳事務処理センター業務委託

上記委託の設計書等について質問がありましたので、次のとおり回答します。

1

発注情報詳
細

入札参加資格

2

仕様書3(4) 精神手帳処理件数内
訳

3

仕様書5 履行場所

4

仕様書6(1)
コ

申請書類の管理

5

仕様書6(2) 現体制

6

仕様書6(2) トラブル例

現在における精神手帳業務における業務体制
(人員数含む)をご教示頂けますでしょうか。尚、
そのうち、他業務と兼務で実施している方がい
らっしゃる場合、それぞれの人員において、仕様
内の精神手帳業務を担当・実施している比率も
合わせてご教示頂けますでしょうか。

1. 作業スペースは別紙２の内容で検討中です。そのほかに
ついては、現在調整中です。業務場所は複数に分かれるこ
とはない想定です。

2. 事務処理センタースペース内であれば、ある程度の変更
は可能です。

3. 変更時期は３月頃を見込んでいます。移転先及びレイア
ウトは未定ですが、10月からの事務処理センターと同程度の
広さ・レイアウトを予定しています。変更に伴う書類の箱詰め
作業等のご協力をいただく可能性があります。変更は１回で
す。

4. 現在の事務処理センターと同様に、市の業務スペースと
特にパーテーションや鍵管理により分かれてはいません。

5. 事務処理センターの業務スペースに医療と手帳の分けは
特に決めはありませんが、書類が混ざらないようにするた
め、別テーブルでの作業等を考えております。

6. 同業務スペースで端末を利用しての研修が可能です。

設計書等に関する質問への回答

項目（ページ数等） 質問内容 回答

1. 特に指定はございません。

2. 1ヶ年度を越えて実施いただいていれば結構です。

1.　別紙参照
　　なお、見込みは算出しておりませんでした。

2. 令和元年度見込み
　 別紙１参照

1. 履行実績について複数年度とあるが過去何
か年以内での実績となりますでしょうか。
2. 各業務をそれぞれ1ヶ年度以上実施していれ
ば、複数年度の実績があるとみなされますでしょ
うか。

1. 平成29年度も加えた30年度と2ヶ年度におけ
る、年度期初見込値と実績値をそれぞれ月別で
ご教示頂けますでしょうか。その際、新規・更新
等についてそれぞれの内訳も含めてご教示頂け
ますでしょうか。
2. 令和元年度見込値における、令和元年10月
～令和2年3月における月別数値をご教示頂けま
すでしょうか。

・申請書から写真が剥がれ落ちる
・入力間違い（印刷の要・不要）
・医療機関と診断書の調整に時間を要したことによって処理
が遅れた

過去の貴市精神手帳業務においてしばしば発生
した(もしくはヒヤリハットとなった)トラブル例をご
教示頂けますでしょうか。

キャビネット等に保管いただくにあたり、判定日ごとにファイ
ルにまとめていただく等がございます。

・常勤　4名…30％
・非常勤　2名（5日／週、9時～16時）…45％
・アルバイト1名　（4日／週、8時45分～17時15分）…50％

1. PC・プリンタ・電話・キャビネットの配置場所含
めた広さ・レイアウトをご教示頂けますでしょうか
(別途書類管理室等ある場合はそれらも含めて
ご教示願います)。業務場所が複数に分かれる
場合には、どの程度離れるかも合わせてご教示
頂けますでしょうか。
2. 電話・PCの場所について、業務上の導線・フ
ローを踏まえ、事前にご報告の上、変更すること
は可能でしょうか。
3. 途中変更となる可能性があるとのことですが、
現在見込まれている場合の変更時期と変更した
後のレイアウト(1と同様)をご教示頂けますでしょ
うか。また、変更に伴う作業も本業務に含まれま
すでしょうか(いわゆる引越作業を想定しておりま
す)。また変更される場合、多くとも1回となります
でしょうか。
4. 業務スペースは、貴市業務スペースと、パー
テーションや鍵管理により分かれているものと考
えて宜しいでしょうか。
5. 自立支援医療業務と精神手帳業務の業務ス
ペースは、分けられておりますでしょうか。
6. 業務開始前の9月以前に業務説明(仕様9)を
受ける際、他委託業者様が実施している場合は
難しいかと思いますが、同業務スペースで研修
やコアメンバー向けOJT等を実施して頂くことは
可能でしょうか。

指定された管理方法とは、鍵付きのキャビネット
等で管理する方法を想定しておりますが、その
他指定されております具体的な管理方法が御座
いましたらご教示頂けますでしょうか。



項目（ページ数等） 質問内容 回答

7

仕様書6(2) 処理時間・日ごとの処
理件数

8

仕様書6(2) 件数内訳

9

仕様書6(3) 問合せ件数

10

仕様書9 業務説明

11

仕様書10(3)
ア

PC台数

12

仕様書10(3)
イ

プリンタ

13

仕様書10(3)
ウ

電話機

14

仕様書10(3)
オ

各什器

15

契約書 契約書

1. 精神手帳業務における各項目における対応
時間をご教示頂けますでしょうか(1件当たり○
秒、1時間当たり○件程度、等でお答え頂ければ
幸いです)
2. 精神手帳業務において、一日当たり何名で何
件程度対応されておりますでしょうか。

1.
ア　区役所からの進達書類の受領…1分／件
イ　（郵送）受付処理…2分／件
ウ　申請書類・診断書のチェック…10分／件
エ　不備調整…10分／件
オ　（郵送）申請入力…4分／件
カ　申請書類の取り込み…2分／件
キ　受付確認票を送付…5分／件
ク　判定用紙ホチキス…1分／件
ケ　判定結果入力(ア）…5分／件　(イ）…5分／件
コ　件数確認…　1人×2日／一式
サ　写真貼付、刻印押し
   (ア）…1人×１日／一式
 　(イ）申請書から写真をはがし、手帳に貼る…１分／件
 　(ウ）…15秒／件
シ　送付準備、区に発送…１時間／一式

2.
約85件／日　平均3人
（参考…締め切り直前は、250件程度。少ないときは30件程
度。件数により対応人数も変更となります。）

現時点においていつ頃実施する予定で御座いま
すでしょうか。また、精神手帳業務における業務
説明は、何日間・何時間程度、また、どのような
内容で実施して頂ける想定となりますでしょう
か。

9月に同内容で、１日の研修を３回程度予定しております。
マニュアルに沿って制度の概要及び業務の流れ等の説明と
なります。

1. 全てのPCにおいて、自立支援医療業務・精神
手帳業務において必要となるシステムが両方と
もインストールされていると考えて宜しいでしょう
か。もし異なる場合にはそれぞれの内訳をご教
示頂けますでしょうか。
2. 業務開始日において、最低台数として11台は
準備されていると考えて宜しいでしょうか。
3. (業務スペースによって異なるとは思います
が)11台では本業務を実施するのが難しい可能
性が高いと想定しておりますが、何台まで増設
は可となりますでしょうか。また、それに伴い隣接
スペースにおける作業場所の拡大や什器の増
加は可能となりますでしょうか。拡大可能な場
合、レイアウトも合わせてご教示頂ければ幸いで
す。
4. 管理用のPCの持ち込みは可となりますでしょ
うか。

1､2 お見込みのとおりです。

3 状況により、増設やスペースの拡大調整を行いますが、状
況を見ながらの調整となります。

4 可能ですが、横浜市の庁内ＬＡＮへの接続はできません。

精神手帳業務における、郵送申請と区窓口経由
申請との想定件数比率をご教示頂けますでしょ
うか。また、区窓口における受付においては、各
区役所で書類の不備確認は全てされているもの
と考えてよろしいでしょうか。

（郵送申請）：（区窓口経由申請）＝３：７　程度を想定してい
ます。
また、区窓口経由申請の場合、書類の不備確認は区でも行
いますが、センターでも受領後に確認をしていただきます。

問い合わせ対応、月件数1,200件中、自立支援と
手帳の割合をご教示頂けますでしょうか。

現在区役所が受けている問い合わせ状況を踏まえ、おおよ
そで自立支援医療780件、手帳300件、両方120件、を見込ん
でいます。

1. 各数量をご教示頂けますでしょうか。
2. キャビネットの仕様(施錠可否・数量)をご教示
頂けますでしょうか。

1,2 現行の自立支援医療の什器に、手帳業務を加えた場合
に必要な什器を算出していきますが、調整中のため、現時点
では未定です。

本業務における契約書案をご教示頂けますで
しょうか。

別紙のとおり

インク等も貴市にてご準備頂けると考えて宜しい
でしょうか。

お見込みのとおりです。

1. 自立支援医療業務・精神手帳業務の問い合
わせ電話番号は同一となりますでしょうか。異な
る場合、電話対応の4回線中、自立支援医療業
務・精神手帳業務の内訳をご教示頂けますで
しょうか。

同一の電話番号となります。



質問２　精神手帳処理件数内訳　回答別紙 別紙１

1,平成29年度、30年度実績

平成29
年度

新規（市
外転入含

む）
更新 等級変更 計

平成30
年度

新規（市
外転入含

む）
更新 等級変更 計

4月 343 1,311 21 1,675 4月 344 1,173 18 1,535
5月 281 1,226 22 1,529 5月 273 983 11 1,267
6月 383 1,436 23 1,842 6月 364 1,545 21 1,930
7月 297 1,082 22 1,401 7月 325 1,146 14 1,485
8月 310 1,195 19 1,524 8月 369 1,450 19 1,838
9月 341 1,430 18 1,789 9月 323 1,281 16 1,620
10月 301 1,139 14 1,454 10月 342 1,300 12 1,654
11月 371 1,285 12 1,668 11月 461 1,472 25 1,958
12月 323 1,198 16 1,537 12月 375 1,082 16 1,473
1月 245 858 13 1,116 1月 283 953 15 1,251
2月 346 1,459 22 1,827 2月 437 1,628 18 2,083
3月 363 1,359 17 1,739 3月 335 1,410 11 1,756
合計 3,904 14,978 219 19,101 合計 4,231 15,423 196 19,850

2,令和元年度見込み
令和元
年度

新規・更
新

市外転入 計

10月 1,693 45 1,738
11月 2,020 50 2,070
12月 1,510 52 1,562
1月 1,285 31 1,316
2月 2,142 69 2,211
3月 1,795 64 1,859
合計 10,445 311 10,756



※一目盛50ｃｍ

柱

柱

ス
ラ
イ
ド
書
架

4000×1400

上と同程度のサイズを想定

ス
ラ
イ
ド
書
架

書庫

障害企画課精神保健福祉係

事務処理センター

00971105
テキストボックス
別紙２



委 託 契 約 書

１ 委 託 名 精神通院医療・手帳事務処理センター業務委託

２ 履行場所 横浜市健康福祉局障害福祉部障害企画課内

３ 履行期間 ■期間 契約締結日から令和２年３月31日まで 

又は期限 □期限 □平成 年 月 日まで

□契約締結日から  日以内

４ 委託代金額  百 十 億 千  百  十   万  千  百   十  円

■課税業者（うち取引に係る消費税及び地方消費税額）

億 千 百  十   万  千  百   十  円

□免税業者

５ 契約区分 ■確定契約 □概算契約

６ 前 金 払 □する ■しない

７ 部 分 払 ■する（  ６回以内） □しない

８ 部分払の基準 □以下のとおり ■設計書のとおり

業 務 内 容 履行予定月 数 量 単 位 単  価 金   額 

※ 単価及び金額は消費税等額を含まない金額

９ 委託代金の支払場所 ■横浜市指定金融機関（市庁内）□横浜市水道局出納取扱金融機関 □横浜市交通局出納取扱金融機関 

10 契約保証金  免除

11 特約条項

 上記の委託について、委託者横浜市と受託者             とは、おのおの対等な立場

における合意に基づいて、別添の約款の条項によって委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履

行するものとする。

 この契約の締結を証するため、本書２通を作成し、当事者双方記名押印のうえ、各自１通を保有する

ものとする。 

令和元年 月 日 

委託者 横浜市中区港町１丁目１番地 

横浜市 

 契約事務受任者

横浜市健康福祉局長 田中 博章 ㊞ 

受託者 

㊞     

収入印紙添付 欄（抜粋） 
100万円以下  200円 
200万円以下  400円 
300万円以下  1千円 
500万円以下  2千円 
1千万円以下  1万円 
5千万円以下  2万円 
1億円 以下  6万円 
5億円  以下  10万円 
10億円 以下  20万円 

（案）



種目番号

委託担当 はしむら　かすみ

受付番号 健康福祉局障害企画課 橋村　佳澄
(671)2415

□契約締結後14日以内

　４　契約区分 ■確定契約 □概算契約

■不要

□要（　　月　　日　　時　　分　場所 ）

て、次の業務を委託します。

　療）及び精神障害者保健福祉手帳の申請手続きにかかる電話問合

１、郵送及び各区が受理した自立支援医療（精神通院医療）及び精　

神障害者保健福祉手帳に係る申請受付、書類審査、書類不備連絡　

２、申請情報及び進達のシステム入力

３、認定処理

４、内容確認、封入封緘等の準備、発送

５、申請書関係書類の管理

　６　現場説明

　７　委託概要 自立支援医療（精神通院医療）及び精神障害者保健福祉手帳につい

６、市民・医療機関・他市町村等からの自立支援医療（精神通院医

精神通院医療・手帳事務処理センター業務委託

　２　履行場所 横浜市健康福祉局障害福祉部障害企画課内

　３　履行期間又は期限 ■期間　契約締結日から令和２年３月31日まで

　５　その他特約事項

　せへの対応

７、その他自立支援医療（精神通院医療）及び精神障害者保健福祉

　手帳に付随する業務

令和元年度　一般会計歳出　　７款　２項　１目　13節（１）　障害者福祉費

ふりがな

連絡先 担当者名
電話

設 計 書

　１　委託件名



部分払の基準

■　 する(６回以内)

□ しない

単位：円

内　　容 履行予定月 数量 単位 単価 金　額

人件費 毎月 6 月

事務管理費 毎月 6 月

委託代金額

業務価格

消費税及び地方消費税相当額 ¥ 

部　分　払　い　の　基　準

※単価及び金額は消費税及び地方消費税相当額を含まない金額

※概算数量の場合は、数量及び金額を（　）で囲む。

¥

¥ 



(単位：円）
種　別　・種　目
細別・形状寸法

数量 単位 単価 金額 摘要

内訳

人件費（従事者） 6 月

人件費（統括員） 6 月

事務管理費 6 月

小計

消費税

合計 円

内　　訳　　書

精神通院医療・手帳事務処理センター業務委託

従事日数119日



精神通院医療・手帳事務処理センター業務委託仕様書 

１ 委託件名 

 横浜市精神通院医療・手帳事務処理センター業務委託 

２ 実施目的 

 障害者総合支援法に基づく公費負担医療である精神通院医療、及び福祉サービスの利用をしや

すくするために認定・交付する精神障害者保健福祉手帳（以下「精神手帳」という。）について、

郵送申請および市民からの精神通院医療、精神手帳等に関する問合せに対応するため、「精神通

院医療・手帳事務処理センター」（以下「事務処理センター」という。）の運営を委託により実施

する。 

３ 委託業務概要 

 障害者総合支援法に基づく自立支援医療（精神通院医療）については、申請受理から支給認定、

受給者証の発送に至るまでの業務及び市民・医療機関・他市町村・各区役所からの申請等にかか

る問合せ対応を、精神障害者保健福祉手帳については、申請受理から判定結果入力、手帳発行、

区役所への送付に至るまでの業務及び市民・医療機関・他市町村・各区役所からの申請等にかか

る問合せ対応を合わせて行う、集中事務処理センターの業務を委託する。 

 （自立支援医療（精神通院医療）の内容は市民向け「ご案内」参照） 

 （精神障害者保健福祉手帳の内容は「障害福祉のあんない 2018」16 ページ参照） 

（１） 自立支援医療（精神通院医療）の年間処理件数（見込み）

平成 30年度実績

新規・更新・市外転入申請 約 65,500件 

変更・所得変更・再交付申請 約 24,100件 

令和元年度見込 

新規・更新・市外転入申請  約 66,000件 

変更・所得変更・再交付申請 約 24,500件 

（２） 自立支援医療（精神通院医療）の支給認定・決裁

診断書ありの支給認定申請については、毎月第二水曜･第四火曜に行われる自立支援医療

（精神通院医療）及び精神障害者保健福祉手帳判定会議（以下「判定業務」という。）にお

いて、公費負担医療としての承認・不承認及び重度かつ継続治療の該当・非該当について判

定後、支給認定処理を事務処理センターが行い、支給認定の決裁を障害企画課で行います。

判定業務については、横浜市こころの健康相談センター（以下「こころの健康相談センター」

という。）が行う。 

診断書なしの支給認定申請については、判定業務を介さず、支給認定処理を事務処理セ

ンターが行い、支給認定の決裁を障害企画課が行う。



（３） 自立支援医療（精神通院医療）の処理日数 

  ア 新規申請・更新申請等については、（２）の支給認定・決裁後、不備調整がなければ、業

務を要しない日を除く２週間以内で受給者証発送までの処理を行う（申請受付から申請関係

書類再取り込みまでの目安は１ヶ月半～２ヶ月程度）。 

  イ 変更・再交付申請は、申請書受理後、不備調整がなければ、業務を要しない日を除く３日

以内に受給者証発送までの処理を行う。 

（４）精神手帳の年間処理件数（見込み） 

平成 30年度実績 

 新規・更新申請  約 19,300件 

 市外転入     約 560件 

令和元年度見込 

 新規・更新申請  約 20,400件 

 市外転入     約 590件 

（５） 精神手帳の等級判定・決裁 

精神手帳の申請については、毎月第二水曜・第四火曜に行われる判定業務において、精神障

害の程度を判定し、１～３級の手帳等級又は不承認を決定する。判定業務についてはこころ

の健康相談センターが行う。 

（６）精神手帳の処理日数 

  ア 新規・更新・等級変更等については、事務処理センター受領後、業務を要しない日を除く

３日以内にこころの健康相談センターに進達する。 

  イ 変更申請（郵送受付分）は、事務処理センター受領後、業務を要しない日を除く３日以内

に処理し、こころの健康相談センターに進達する。 

  ウ 再交付申請（郵送受付分）は、バッチ処理日から計算して処理を要しない日を除く３日前

までに事務処理センターで受領したものは、バッチ処理日までに処理し、こころの健康相談

センターに進達する。 

（７） 問い合わせ対応 

自立支援医療（精神通院医療）及び精神手帳の申請手続き等に関連する問い合わせに随時対

応する。 

 

４ 履行期間 

  契約締結日から令和２年３月 31日まで 

  ただし、事務処理センターの運営業務の開始日は令和元年 10月１日からとする。 

 

５ 履行場所（所管課） 

  横浜市健康福祉局障害福祉部 

  横浜市中区日本大通 18 番地 KRCビル６階 

  ただし履行期間中の所管部署移転等により、途中変更となる可能性がある。 

 



６ 委託業務の内容 

  業務の流れ及び詳細は、別紙のとおり。 

（１） 自立支援医療（精神通院医療） 

ア 申請受付 

申請者からの郵送及び各区が受理し庁内メールで届く自立支援医療（精神通院医療）にか

かる新規申請・更新申請・変更申請等、すべての申請書類の受理、整理など。 

イ 書類審査 

申請書及び添付書類に不備がないかどうか確認する。不備の有無に応じて申請書類を仕分

ける。 

ウ 書類不備連絡 

申請書類に不備があるものについて、経過日数に応じ、電話、郵送等により申請者へ連絡

を行う。（不備対応 月平均約 300件） 

エ 申請情報のシステム入力 

（ア） 申請書類が整っているものについて、横浜市独自のコンピュータシステムである障害

福祉システムへ必要な事項の入力を行う。 

（イ） 入力後に出力される「入力確認票（本人控）」を申請者へ郵送する。 

オ 申請書類の取り込み 

スキャンにより申請書類のシステムへの取り込みを行う。 

カ 進達の障害福祉システム入力 

申請書類が整っているものは、こころの健康相談センターまたは障害企画課へ進達するた

め障害福祉システムへの入力を行う。 

キ 支給認定処理 

（ア） 毎月第二週水曜、第四週火曜に行われる判定業務で判定された診断書を要する申請に

ついて、判定業務が行われた週のうちに支給認定処理を行う。 

（イ） 診断書を要さない申請について、毎週末までに支給認定処理を行う。 

   （（ア）・（イ）両方の認定を行う週約 2,000件、イのみを行う週約 600 件） 

ク 受給者証等の内容確認 

障害福祉システム運用委託会社から届く出力帳票を整理する。 

ケ 受給者証封入封緘･発送 

認定された受給者証を申請者あて封入封緘し発送する。（月平均約 6,000通） 

コ 申請書類の管理 

封入封緘・発送作業後、２週間以内に申請書類を指定された方法で管理する。 

サ 出力帳票の送付 

住民情報システム課から送付される出力帳票を区役所あてに送付する。 

シ 受給者証同封物の準備・管理 

ス その他自立支援医療（精神通院医療）認定に付随する業務 

（２） 精神手帳 

  ア 区役所からの進達書類の受領処理 



    「件数確認」「受付印の押印」「仕分け」「システムによる受領登録」「受領確認登録」を行

う。 

  イ （郵送）受付処理 

    受付印を押印し、受付簿に必要事項を記入する。 

  ウ 申請書類・診断書のチェック 

    提出書類一式が同一人物のものか確認のうえ、各書類をチェックする（チェックシートを

用いる）。（月平均約 1,000件） 

  エ 不備調整 

    提出書類に不備があった場合、申請者に連絡して調整する。調整できなかった場合は、申

請者に書類を返戻する。 

  オ （郵送）申請入力 

    福祉保健システムで申請入力を行う。 

  カ 申請書類の取り込み 

    申請書一式をシステムに取り込む。 

  キ （郵送）受付確認票（本人控）を申請者へ送付 

    受付確認票（本人控）を申請者へ送付する（写真があれば一緒に返戻する）。 

  ク 判定用紙のホチキス留め 

    判定用紙、診断書、申請書、その他書類、チェックシートをホチキス留めする。 

  ケ システムで判定結果の入力 

    （ア）「診断書」の場合 

       判定用紙の「センター長判定」欄の等級、診断書の「①病名（１）主たる精神障害」

のＩＣＤコードを入力する。 

    （イ）「年金」の場合 

       申請書上部にゴム印で押印されている等級を入力する。 

  コ 入力した件数の確認 

    添付書類別、申請種別、等級別の件数を確認し「手帳交付数」表に記入する。 

  サ 写真貼付、刻印押し 

    （ア）手帳台紙を切り分け、五十音順に並べる。 

    （イ）申請書から写真を剥がし、手帳に貼り、区ごとに輪ゴムで束ねる。 

    （ウ）写真を貼った手帳に公印を押す。 

  シ 送付準備、区に発送 

    「手帳」「通知文」「交付台帳（写）」「交付のお知らせ」等を庁内メールで各区へ発送する。 

  ス その他精神手帳手続きに付随する業務 

    

（３）市民・医療機関・他市町村等からの申請等にかかる電話問い合わせ対応 

   （４回線分対応、月平均約 1,200件見込み） 

ア 電話問い合わせ対応の詳細 

自立支援医療（精神通院医療）にかかる申請手続き等の電話問合せに対する対応及び精神



保健福祉手帳の申請に関する電話問合わせに対する対応（精神障害者保健福祉手帳による福

祉制度の詳細など、専門的な知識が必要な内容は除く。）を行うこと。当該事業に対する問

合せの多くは、精神疾患のある市民であることから、精神疾患に対する理解促進について、

受託業者内でも十分に研修を行なうこと。 

イ 電話問い合わせ対応にかかるマニュアル作成 

自立支援医療（精神通院医療）及び精神手帳に係る手続き等の電話問い合わせ対応の業務

を行うにあたり、基本的な対応マニュアルを委託元において準備するが、必要な情報等を基

に対応マニュアルの更新、ＦＡＱ等の作成を行うと。なお、対応マニュアル、ＦＡＱ等の作

成にあたっては、横浜市障害福祉部職員と随時内容を確認・調整し、作成した対応マニュア

ル、ＦＡＱ等については、横浜市と共有すること。対応マニュアル、ＦＡＱ等の提出の期日

は、契約締結後に別途調整するものとする。 

 

７ 委託業務時間等 

（１） 業務時間 

午前９時から午後５時まで 

（２） 業務を要しない日 

  ア 土曜日及び日曜日 

  イ 国民の祝日に関する法律等の法律で規定する休日 

  ウ 年末年始の市役所閉庁日 

 

８ 履行体制 

  受託者は、本委託業務を遂行するにあたり、本業務所管である横浜市健康福祉局障害福祉部職

員との調整の下、次の事項に留意しなければならない。 

（１） 必要な人員の配置 

受託者は、業務に必要な知識及び技術を有する者を業務に従事させることとし、業務を遅

滞なく確実に遂行できる人員を確保しなければならない。 

（２） 統括管理者の配置 

  ア 本業務の履行にあたり、本業務を統括することができる管理者をおかなければならない。 

  イ 管理者は受託者職員とし、業務を遂行するにあたり十分な経験を有する者とする。 

  ウ 管理者又は管理者を代行できる者が常時１名以上勤務し、委託者との事務打合せ及び従事

者の指揮監督を行うものとする。 

（３） 円滑な業務履行 

受託者は、事務処理と電話応対を同時に対応する必要があることに配慮し、業務の履行に支

障が生じない体制を維持することとする。 

 

９ 業務説明 

  受託者は、契約締結日から「事務処理センター」の運営業務開始日までの期間で委託者の指定

する日に業務実施場所で業務説明を受けるものとする。 



 

10 業務受託にあたっての留意事項 

（１） 個人情報の保護 

受託者は、業務上知り得た申請者等の秘密を第三者に漏らしてはならない。このことは、契

約の解除及び履行期間終了後においても同様とする。個人情報の取扱については別紙の「個

人情報に関する特記事項」を、マイナンバーが記載された書類の取扱については「横浜市に

おける特定個人番号の取扱いの手引」を遵守すること。また、本業務受託前にプライバシー

マーク又はＩＳＭＳ認証、もしくはそのいずれをも取得していること。 

（２） 従事者の指導教育 

統括管理者は、本業務の統括をするとともに従事者に以下の指導を行う。 

  ア 従事者に対して問合せ対応等の接遇の指導を行うこと。 

  イ 従事者に対して個人情報保護及び本市における特定個人情報の取扱いについての研修及

び指導を行うこと。 

  ウ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく罰則

の内容及び民事上の責任についての研修及び指導を行うこと。 

  エ コンピュータ端末等事務機器操作の教育を行うこと。 

（３） 委託者が用意するもの 

委託者は、業務履行のために必要となる以下のものを無償貸与する。 

  ア 事務処理用パソコン（11台予定） 

  イ プリンター（１台） 

  ウ 電話機（４回線分予定） 

エ 事務用消耗品（受給者証発行用印刷紙、発送用封筒、発送用案内文） 

  オ その他作業環境什器（机、椅子等） 

（４） 受託者が用意するもの 

受託者は、前号に記載がなく、業務履行のために必要となるものを用意する。 

（５） 業務報告書の提出 

受託者は、処理した業務内容について月次報告書を所管課へ提出すること。 

（６） 所管課との調整 

業務履行にあたっては、所管課との調整を密に行うこと。※月に一回以上、横浜市と情報共

有の場を設定することが望ましい。 

（７） 契約期間終了後の業務引継ぎ 

受託者は、次期契約で甲が他事業者に当該務を委託する場合、次期の受託者が確実に業務を

履行できるよう必要な引継ぎを適切に行わければならない。その際、委託者からの資料等請

求についても、適宜応じるものとする。 

 

11 支払条件 

委託者は、毎月業務終了後、適法な請求書を受理した日から起算して 30 日以内に受託者の指

定する口座に支払う。 



 

12 契約問合せ 

横浜市健康福祉局障害福祉部障害企画課精神保健福祉係 

担   当 ： 橋村 佳澄、壺井 亜希子 

電   話 ：045-671-2415 

ファックス：045-671-3566 



（１）新規

１　【医療】業務の流れ（郵送申請）

※１　申請受付時の入力内
容を印字した書類。受付した
証明として本人に発行する。

※２　申請受付から申請関
係書類再取り込みまでの目
安は1ヶ月半～2ヶ月程度。

郵送申請受付 

申請書類審査(一点含む)（事務処理の詳細①②参照） 

障害福祉システムで進達入力（事務処理の詳細⑨参照） 

受給者証一括発行 

封入封緘・発送（事務処理の詳細⑬参照） 

不備なし 

不備あり 

申請者へ不備書類の提出等を依頼 
（事務処理の詳細③参照） 

障害福祉システムで申請受付登録の入力 
（事務処理の詳細④参照） 

解消しない場合 

一定期間（１月程度）経過後、予め通知
したうえで、申請書類一式を本人に返還 

解消した場合 

申請関係書類の障害福祉システムへの取り込み（事務処理の詳細⑧参照） 

判定会割当・判定会実施 

入力内容の確認（事務処理の詳細⑤参照） 

入力内容の再確認（事務処理の詳細⑥参照） 

入力確認票（本人控）※１の封入封緘・発送（事務処理の詳細⑦参照） 

障害福祉システムで認定結果（一括）登録（事務処理の詳細⑪参照） 

不認定 

決裁・不認定通知書発送 認定の決裁 

認定 

申請書等の管理（事務処理の詳細⑮参照） 

申請関係書類の障害福祉システムへの再取り込み（事務処理の詳細⑭参照）※２ 

障害企画課対応 

こころの健康相
談センター対応 

事務処理センター対応 

住民情報システ

ム課対応 

受給者証等の内容の確認（事務処理の詳細⑫参照） 



（２）更新

郵送申請受付 

申請書類審査（事務処理の詳細①②参照） 

障害福祉システムで進達入力（事務処理の詳細⑨参照） 

診断書あり 

不備なし 

不備あり 

申請者へ不備書類の提出等を依頼 
（事務処理の詳細③参照） 

解消しない場合 

一定期間（１月程度）経過後、予め通知
したうえで、申請書類一式を本人に返還 

障害福祉システムで申請受付登録の入力 

解消した場合 

申請関係書類の障害福祉システムへの取り込み（事務処理の詳細⑧参照） 

判定会割当・判定会実施 

入力内容の確認（事務処理の詳細⑤参照） 

入力確認票（本人控）の封入封緘・発送（事務処理の詳細⑦参照） 

診断書なし 

障害福祉システムで認定結果（一括）登録（事務処理の詳細⑪参照） 

受給者証一括発行 

封入封緘・発送（事務処理の詳細⑬参照） 

申請書等の管理（事務処理の詳細⑮参照） 

不認定 

決裁・不認定通知書発送 認定の決裁 

認定 

申関係書類の障害福祉システムへの再取り込み（事務処理の詳細⑭参照） 

受給者証等の内容の確認（事務処理の詳細⑫参照） 

入力内容の再確認（事務処理の詳細⑥参照） 



（３）市外転入　…他都市で医療の受給認定を受けていた人が受給期間中に本市へ転入した際の手続

郵送申請受付 

申請書類審査（事務処理の詳細①②参照） 

不備なし 

不備あり 

申請者へ不備書類の提出等を依頼 
（事務処理の詳細③参照） 

解消しない場合 

一定期間（１月程度）経過後、予め通知
したうえで、申請書類一式を本人に返還 

障害福祉システムで申請受付登録の入力 
（事務処理の詳細④参照） 

解消した場合 

申請関係書類の障害福祉システムへの取り込み（事務処理の詳細⑧参照） 

障害福祉システムで進達入力（事務処理の詳細⑨参照） 

入力内容の確認（事務処理の詳細⑤参照） 

入力確認票（本人控）の封入封緘・発送（事務処理の詳細⑦参照） 

障害福祉システムで認定結果（一括）登録（事務処理の詳細⑪参照） 

診断書の取り寄せ依頼文案作成（事務処理の詳細⑩参照） 

診断書取り寄せ依頼文の決裁 

診断書の取り寄せ依頼文発送 

診断書到着後 

受給者証一括発行 

受給者証等の内容確認・封入封緘・発送（事務処理の詳細⑫⑬参照） 

申請書等の管理（事務処理の詳細⑮参照） 

不認定 

決裁・不認定通知書発送 認定の決裁 

認定 

申請関係書類の障害福祉システムへの再取り込み（事務処理の詳細⑭参

入力内容の再確認（事務処理の詳細⑥参照） 



（４）所得変更　…受給者がひと月で負担する費用の上限額が変更となるような条件変更があった際に行う手続

郵送申請受付 

申請書類審査（事務処理の詳細①②参照） 

障害福祉システムで進達入力（事務処理の詳細⑨参照） 

受給者証発行 

受給者証等の内容確認・封入封緘・発送（事務処理の詳細⑫⑬参照） 

申請書等の管理 

不備なし 

不備あり 

申請者へ不備書類の提出等を依頼 

解消しない場合 

一定期間（１月程度）経過後、予め通知
したうえで、不備書類一式を本人に返還 

障害福祉システムで申請受付登録の入力 

解消した場合 

申請関係書類の障害福祉システムへの取り込み（事務処理の詳細⑧参照） 

障害福祉システムで認定結果（個別）登録 

入力内容の確認（事務処理の詳細⑤参照） 

入力確認票（本人控）の封入封緘・発送（事務処理の詳細⑦参照） 

申請関係書類の障害福祉システムへの再取り込み（事務処理の詳細⑭参照） 



（５）変更

（６）再交付

郵送申請受付 

障害福祉システムで申請受付登録の入力 
（事務処理の詳細④参照） 

申請書類審査（事務処理の詳細①②参照） 

不備なし 

不備あり 

申請者へ不備書類の提出等を依頼 

解消しない場合 

一定期間（１月程度）経過後、予め通知
したうえで、不備書類一式を本人に返還 

解消した場合 

認定登録・受給者証発行 

郵送申請受付 

申請書類審査（事務処理の詳細①②参照） 

不備なし 

不備あり 

申請者へ不備書類の提出等を依頼 
（事務処理の詳細③参照） 

解消しない場合 

一定期間（１月程度）経過後、予め通知
したうえで、不備書類一式を本人に返還 

解消した場合 

受給者証再発行 

受給者証等の内容確認・封入封緘・発送（事務処理の詳細⑫⑬参照） 

申請書等の管理（事務処理の詳細⑮参照） 

申請関係書類の障害福祉システムへの取り込み（事務処理の詳細⑧参照） 

受給者証等の内容確認・封入封緘・発送（事務処理の詳細⑫⑬参照） 

申請書等の管理（事務処理の詳細⑮参照） 

申請関係書類の障害福祉システムへの取り込み（事務処理の詳細⑧参照） 



（１）新規・更新

２　【医療】業務の流れ（区経由申請）

申請受付 

進達 

申請書等の管理（事務処理の詳細⑮参照） 

診断書なし 判定会割当・判定会実施 

障害福祉システムで認定結果（一括）登録（事務処理の詳細⑪参照） 

受給者証一括発行 

封入封緘・発送（事務処理の詳細⑬参照） 

不認定 

決裁・不認定通知書発送 認定の決裁 

認定 

診断書あり 

申請関係書類の取り込み（事務処理の詳細⑧参照） 

障害企画課対応 

こころの健康相
談センター対応 

事務処理センター対応 

住民情報システ

ム課対応 

区役所対応 

申請関係書類の障害福祉システムへの再取り込み（事務処理の詳細⑭参照） 

障害福祉システムへ受領確認登録（事務処理の詳細⑯参照） 

入力内容の再確認（事務処理の詳細⑥参照） 

受給者証等の内容の確認（事務処理の詳細⑫参照） 



（２）市外転入

申請受付 

進達 

申請関係書類の障害福祉システムへの取り込み（事務処理の詳細⑧参照） 

診断書の取り寄せ依頼文案作成（事務処理の詳細⑩参照） 

診断書取り寄せ依頼文の決裁 

診断書の取り寄せ依頼文発送 

受給者証一括発行 

受給者証等の内容確認・封入封緘・発送（事務処理の詳細⑫⑬参照） 

不認定 

決裁・不認定通知書発送 認定の決裁 

認定 

障害福祉システムで認定結果（一括）登録（事務処理の詳細⑪参照） 

申請書等の管理（事務処理の詳細⑮参照） 

申請関係書類の障害福祉システムへの再取り込み（事務処理の詳細⑭参照） 

障害福祉システムへ受領確認登録（事務処理の詳細⑯参照） 

入力内容の再確認（事務処理の詳細⑥参照） 



（３）所得変更

（４）仮受付※３

※３　区役所での申請時に不備書類があった場合、本人に必要書類等を説明したうえで、事務処理センター宛
返信用封筒を渡し、不備書類を事務処理センター宛に郵送してもらう。不備書類が整った時点で申請受付登
録し、受付日は区役所で申請した日に遡及する。これを仮受付という。

受給者証発行 

受給者証等の内容確認・封入封緘・発送（事務処理の詳細⑫⑬参照） 

申請書等の管理 

申請関係書類の障害福祉システムへの取り込み（事務処理の詳細⑧参照） 

障害福祉システムで認定結果（個別）登録 

申請受付 

進達 

仮受付 

仮受付した診断書等の送付 

解消しない場合 

一定期間（１月程度）経過後、予め通知
したうえで、不備書類一式を本人に返還 

不備が解消した場合 

障害福祉システムで申請受付登録の入力（事務処理の詳細④参照） 

以降各申請事由の郵送申請時と同様 

申請関係書類の障害福祉システムへの再取り込み（事務処理の詳細⑭参照） 

障害福祉システムへ受領確認登録（事務処理の詳細⑯参照） 

入力内容の再確認（事務処理の詳細⑥参照） 

障害福祉システムへ受領確認登録（事務処理の詳細⑯参照） 



（５）変更・再交付
※４　この時点で各区におい
て認定登録・証発行済

申請受付 

申請書類一式センターへ送付※４ 

申請関係書類の障害福祉システムへの取り込み（事務処理の詳細⑧参照） 

申請書等の管理（事務処理の詳細⑮参照） 

障害福祉システムへ受領確認登録（事務処理の詳細⑯参照） 



(1)新規・更新・等級変更(診断書）

３　【手帳】業務の流れ（郵送申請）

診断書添付 

申請者に連絡。調整できなかった場
合、申請者に返戻。(事務処理の詳

細④⑤参照) 

申請書類・診断書のチェック(事務処理の詳細③参照) 

不備有り（申請書） 
不備なし 

ここセンへ進達(事務処理の詳細⑩参照) 

意見聴取の上、障害等級の決定 

不備なし 

判定準備 

不備調整（調整不可のものは本人に返
戻。） 

不備有り 

郵送申請受付(事務処理の詳細②参照) 

書類の仕分け 

福祉保健システムで判定結果の入力(事務処理の詳細⑪参照) 

バッチ処理 

区窓口にて本人確認、写真貼付、
刻印押し、交付 

ここセン対応 

事務セン対応 

システム処理 

区対応 

判定用紙をホチキス留め(事務処理の詳細⑨参照) 

申請書類の取り込み(事務処理の詳細⑧参照) 

申請者へ受付確認票を送付(事務処理の詳細⑦参照) 

 

送付準備(事務処理の詳細⑭参照) 

交付台帳の確認(事務処理の詳細⑫参照) 

承認 

手帳納品 

本人に交付のお知らせを送付 

区に発送(事務処理の詳細⑮参照) 

決裁、不承認通知作成・送付 

不承認 

不備調整があった場合に診断書の取り込

み(事務処理の詳細⑯参照) 

申請書類のファイリング(事務処理の詳細
⑰参照) 

福祉保健システムへの入力(事務処理の詳細⑥参照) 氏名変更 
住所変更等 

エラーメッセージあり 

ここセン職員に判断を仰ぐ 

内容確認(事務処理の詳細⑥参照) 

申請者に連絡。調整で
きなかった場合、申請
者に返戻。(事務処理の

詳細④⑤参照) 

判定

判定日の４営
業日後。 

バッチ処理日
の翌営業日の
午後に届く。 

バッチ処理日
の２営業日後
中に処理。 

バッチ処理日
の３営業日後
の午前便で発
送。 

判定日
の４営
業日前。 

判定日の７営
業日前までに
事務センで受
領したものは４
営業日前まで
にここセンに進
達する。 

バッチ処理日
の翌営業日中
に処理。 



(2)新規・更新・等級変更(年金）

年金証書添付 

承認 

決裁、不承認通知作成・発

不承認 

福祉保健システムで等級の入力(事務処理の詳細⑪参照) 

送付準備(事務処理の詳細⑭参照) 

区に発送(事務処理の詳細⑮参照) 

手帳納品 

バッチ処理 

交付台帳の確認(事務処理の詳細⑫参照) 

本人に交付のお知らせを送付 

区窓口にて本人確認、写真貼付、
刻印押し、交付 

申請者に連絡。調整できなかった場
合、返戻。(事務処理の詳細④⑤参

申請書類のチェック(事務処理の詳細③参照) 

不備有り 
不備なし 

ここセンへ進達(事務処理の詳細⑩参照) 

判定日 

判定日の４
営業日後。 

バッチ処理日の
翌営業日の午
後に届く。 

バッチ処理日の

２営業日後中に

処理。 

バッチ処理日
の３営業日後
の午前便で発
送。 

判定日の４
営業日前。 

判定日に合わせ、年金機構等に照会 

照会準備(起案等） 

回答受理（申請書に結果を反映） 

郵送申請受付(事務処理の詳細②参照) 

書類の仕分け 

不備有り 

申請者に連絡、調整 

申請書類の取り込み(事務処理の詳細⑧参

申請者へ受付確認票を送付(事務処理の詳細⑦参照) 

判定日の７営
業日前までに
事務センで受
領したものは４
営業日前まで
にここセンに進
達する。 

申請書類のファイリング(事務処

理の詳細⑰参照) 

福祉保健システムへの入力(事務処理の詳細⑥参照) 氏名変更 
住所変更等 

エラーメッセージあり 

ここセン職員に判断を仰ぐ 

内容確認(事務処理の詳細⑥参照) 

申請者に連絡。調整で
きなかった場合、申請
者に返戻。(事務処理の

詳細④⑤参照) 

バッチ処理日
の翌営業日中
に処理。 



(3)市外転入

不備なし 

申請者に連絡。調整できなかった場
合、申請者に返戻。(事務処理の詳

細④⑤参照) 

郵送申請受付(事務処理の詳細②参照) 

福祉保健システムへの入力(事務処理の詳細⑥参照) 

不備あり 

申請書類のチェック(事務処理の詳細③参照) 

申請者へ受付確認票を送付(事務処理の詳細⑦参照) 

本人に交付のお知らせを送付 

区に発送(事務処理の詳細⑮参照) 

送付準備(事務処理の詳細⑭参照) 

バッチ処理 

手帳納品 

交付台帳の確認(事務処理の詳細⑫参照) 

バッチ処理日の３
営業日後の午前
便で発送。 

バッチ処理日
の翌営業日
の午後に届く。 

バッチ処理日の
２営業日後中に
処理。 

申請書類の取り込み(事務処理の詳細⑧参照) 

区窓口にて本人確認、写真貼付、
刻印押し、交付 

申請書類のファイリング(事務処

理の詳細⑰参照) 

バッチ処理日の翌営
業日中に処理。 

住所変更等 

疑義がある場合 

ここセン職員に判断を仰
ぐ 

内容確認(事務処理の詳細⑥参照) 

申請者に連絡。調整で
きなかった場合、申請
者に返戻。(事務処理の

詳細④⑤参照) 

氏名変更 



(4)記載事項変更

(5)再交付

申請書類のチェック(事務処理の詳細③参照) 

郵送申請受付(事務処理の詳細②参照) 

区へ申請書類のコピーを送付 

区窓口にて手帳修正 

福祉保健システムへの入力、内容確認(事務処理の詳細⑥参照) 

申請者へ受付確認票を送付(事務処理の詳細⑦参照) 

申請書類の取り込み(事務処理の詳細⑧参照) 

申請書類の取り込み(事務処理の詳細⑧参照) 

不備なし 申請者に連絡。調整できなかった場合、申
請者に返戻。(事務処理の詳細④⑤参照) 

郵送申請受付(事務処理の詳細②参照) 

福祉保健システムへの入力(事務処理の詳細⑥参照) 

不備あり 

申請書類のチェック(事務処理の詳細③参照) 

申請者へ受付確認票を送付(事務処理の詳細⑦参照) 

本人に交付のお知らせを送付 

区に発送(事務処理の詳細⑮参照) 

送付準備(事務処理の詳細⑭参照) 

バッチ処理 

手帳納品 

交付台帳の確認(事務処理の詳細⑫参照) 

バッチ処理日の
３営業日後の午
前便で発送。 

バッチ処理日
の翌営業日の
午後に届く。 

バッチ処理日の
２営業日後中に
処理。 

区窓口にて本人確認、写真貼付、
刻印押し、交付 

住所変更等 

エラーメッセージあり 

ここセン職員に判断を仰
ぐ 

内容確認(事務処理の詳細⑥参照) 

申請者に連絡。調整で
きなかった場合、申請者
に返戻。(事務処理の詳

細④⑤参照) 

氏名変更 

申請書類のファイリング(事務処理の詳細⑰参

照) 

申請書類のファイリング
(事務処理の詳細⑰参

照) 

バッチ処理日
の翌営業日中
に処理。 



(1)新規・更新・等級変更(診断書）

４　【手帳】業務の流れ（区窓口経由）

診断書添付 

承認 

決裁、不承認通知作成・送付 

不承認 

福祉保健システムで判定結果の入力(事務処理の詳細⑪参照) 

写真貼付、刻印押し(事務処理の詳細
⑬参照) 

区に発送(事務処理の詳細⑮参照) 

手帳納品 

バッチ処理 

交付台帳の確認(事務処理の詳細⑫参照) 

本人に交付のお知らせを送付 

区窓口にて本人確認、交付 

不備調整があった場合に診断書の取

り込み(事務処理の詳細⑯参照) 

申請書類のファイリング(事務処

理の詳細⑰参照) 

判定日の７
営業日前ま
でに事務セ
ンで受領し
たものは４
営業日前ま
でにここセン
に進達する。 

判定日 

判定日の４
営業日後。 

バッチ処理
日の翌営業
日の午後に
届く。 

バッチ処理
日の２営業
日後中に処

バッチ処理
日の３営
業日後の
午前便で

判定日の４
営業日前。 

意見聴取の上、障害等級の決定 

不備なし 

判定準備 

不備調整（調整不可のものは申請
者に返戻。） 

不備有り 

ここセン対応 

事務セン対応 

システム処理 

区対応 

申請受付 

進達 

進達書類の受領処理(事務処理の詳細①参照) 

申請者に連絡。調整できなかった場合、返戻。
(事務処理の詳細④⑤参照) 

申請書類・診断書のチェック(事務処理の詳細③参照) 

不備有り（申請書） 

不備なし 

申請書類の取り込み(事務処理の詳細⑧参照) 

判定用紙をホチキス留め(事務処理の詳細⑨参照) 

ここセンへ進達(事務処理の詳細⑩参照) 

送付準備(事務処理の詳細⑭参照) 

バッチ処理日
の翌営業日
中に処理。 



(2)新規・更新・等級変更(年金）

年金証書添付 

判定日の７
営業日前
までに事
務センで受
領したもの
は４営業日
前までにこ
こセンに進
達する。 

判定日 

判定日の４
営業日後。 

バッチ処理
日の翌営業
日の午後に
届く。 

バッチ処理
日の２営業
日後中に処

バッチ処理

日の３営業

日後の午前

便で発送。 

判定日の４
営業日前。 

判定日に合わせ、年金機構等に照会 

照会準備(起案等） 

回答受理（申請書に結果を反映） 

不備有り 

申請者に連絡、返戻。 

ここセン対応 

事務セン対応 

システム処理 

区対応 申請受付 

進達 

進達書類の受領処理(事務処理の詳細①参照) 

申請者に連絡。調整できなかった場合、
返戻。(事務処理の詳細④⑤参照) 

申請書類のチェック(事務処理の詳細③参照) 

不備有り（申請書） 

不備なし 

申請書類の取り込み(事務処理の詳細⑧参照) 

ここセンへ進達(事務処理の詳細⑩参照) 

承認 

決裁、不承認通知作成・送付 

不承認 

福祉保健システムで等級の入力(事務処理の詳細⑪参照) 

写真貼付、刻印押し(事務処理の詳細⑬参照) 

区に発送(事務処理の詳細⑮参照) 

手帳納品 

バッチ処理 

交付台帳の確認(事務処理の詳細⑫参照) 

本人に交付のお知らせを送付 

窓口にて本人確認、交付 

送付準備(事務処理の詳細⑭参照) 

申請書類のファイリング(事務処

理の詳細⑰参照) 

バッチ処理
日の翌営業
日中に処理。 



(3)市外転入

申請受付 

進達 

バッチ処理日の３
営業日後の午前
便で発送。 

バッチ処理日の
翌営業日の午後
に届く。 

バッチ処理日の２
営業日後中に処理。 

区窓口にて本人確認、交付 

本人に交付のお知らせを送付 

区に発送(事務処理の詳細⑮参照) 

送付準備(事務処理の詳細⑭参照) 

写真貼付、刻印押し(事務処理の詳細⑬参照) 

バッチ処理 

手帳納品 

交付台帳の確認(事務処理の詳細⑫参照) 

申請書類の取り込み(事務処理の詳細⑧参照) 

申請書類のファイリング(事務処理
の詳細⑰参照) 

バッチ処理日の翌
営業日中に処理。 



(4)記載事項変更申請

(5)再交付申請

申請受付 

窓口にて手帳修正、交付 

進達 

バッチ処理日の３
営業日後の午前
便で発送。 

バッチ処理日の翌
営業日の午後に
届く。 

バッチ処理日の２
営業日後中に処
理。 

進達 

申請受付 

区窓口にて本人確認、交付 

本人に交付のお知らせを送付 

区に発送(事務処理の詳細⑮参照) 

送付準備(事務処理の詳細⑭参照) 

写真貼付、刻印押し(事務処理の詳細⑬参照) 

バッチ処理 

手帳納品 

交付台帳の確認(事務処理の詳細⑫参照) 

申請書類の取り込み(事務処理の詳細⑧参照) 

申請書類の取り込み(事務処理の詳細⑧参照) 

申請書類のファイリング(事務処理の詳細⑰参照) 

申請書類のファイリング(事務処理
の詳細⑰参照) 

バッチ処理日の翌
営業日中に処理。 



（１）新規・更新
　　　…医療（診断書を必要とする手続）及び手帳の申請を同日に行うと、手帳用診断書原本１枚の提出で
　　　　双方の申請を受け付けることができる場合がある。

５　【医療と手帳同時】業務の流れ（郵送申請）

郵送申請受付 

申請書類審査 
（医療・事務処理の詳細①②参照） 
（手帳・事務処理の詳細③参照） 

不備なし 

不備あり 

申請者へ不備書類の提出等を依頼 
（医療・事務処理の詳細③参照） 
（手帳・事務処理の詳細④参照） 

障害福祉システムで 

申請受付登録の入力 
（医療・事務処理の詳細④参照） 

解消しない場合 

一定期間（１月程度）経過後、 
予め通知したうえで 

不備申請書を本人に返還 

解消した 
場合 

入力内容の確認 

入力内容の再確認（医療・事務処理の詳細⑥参照） 

福祉保健システムで 

申請受付登録の入力 
（手帳・事務処理の詳細⑥参照） 

進達入力以降は、医療・手帳それぞれ新規・更新申請の郵送申請時と同様 

先に入力確認票（本人控）（医療）の 
封入封緘・発送 

（医療・事務処理の詳細⑦参照） 

本人確認票（医療）の出力・診断書のコピー 

ここセンに
確認が必要
な場合 

受付確認票（手帳）の出力 
入力確認票（本人控）（医療）と共に封入封緘・発送 

（手帳・事務処理の詳細⑦参照） 

ここセンに
確認が不要
な場合 

受付確認票（手帳）の封入封緘・発送 
（手帳・事務処理の詳細⑦参照） 

申請関係書類の障害福祉システムへの取り込み（医療・事務処理の詳細⑧参照） 
申請関係書類の福祉保健システムへの取り込み（手帳・事務処理の詳細⑧参照） 



（１）新規・更新

６　業務の流れ（区経由申請）

申請受付 

進達 

システムへ受領確認登録 
（医療・事務処理の詳細⑯参照） 

（手帳・事務処理の詳細①参照） 

申請書類審査 
（医療・事務処理の詳細①②参照） 
（手帳・事務処理の詳細③参照） 

診断書をコピー 

以降は、医療・手帳それぞれ新規・更新申請の区経由申請時と同様 

申請関係書類の障害福祉システムへの取り込み（医療・事務処理の詳細⑧参照） 
申請関係書類の福祉保健システムへの取り込み（手帳・事務処理の詳細⑧参照） 



７ 事務処理【自立支援医療】の詳細 

 

自立支援医療の事務処理には、「障害福祉システム」を用いる。精神障害者保健福祉手帳（以下、「手

帳」という。）とは使用するシステムの名称が異なるため、注意すること。 

 

①申請書類審査（受付） 

申請書を受け付けたらまず該当者が存在するかを確認する。 

 確認内容 該当者なし 該当者あり 

障害福祉システム上、

申請者が存在するかど

うか氏名・生年月日等

でシステム検索を行

う。 

・郵送した後に区へ転入届を提出す

る可能性があるので、翌日に再確認

を行う。 

・それでも申請者が存在しない場

合、居住の確認を行い、住登外登録

する必要があるため、障害企画課職

員に連絡する。 

・必要書類が揃っているかどうか

の確認をする。申請事由ごとの必

要書類に関しては別紙「郵送申請

に必要な書類について」を参照す

ること。 

・必要書類が揃っている場合は、

所定の順番で申請書類一式をホチ

キス留めしておく。 

・「市外転入」は抜き出す。 

 

②申請書類審査（書類の確認内容） 

別紙「事務処理センターフェイスシート」を使用し、書類審査をする。申請書類等に不備がある場合

又は必要書類が添付されていなかった場合は、仮受付処理として不備調整用ファイルへ移し替え、申請

者に不備の解消を依頼する。申請書には仮受付印を押印し、障害福祉システムに仮受付入力をする。 

 ただし、診断書が必要な申請でありながら、診断書が添付されていなかった場合は、仮受付はせず本

人宛に申請書一式を返還する。精神通院医療における受理・仮受付・不受理の取扱い及び書類ごとのチ

ェック項目は下記の表の通り。 

(1) 診断書の添付・提出がない場合の取扱い 

新規申請  

新規 手帳あり ※１ 

手帳なし 不受理 

期 限 切 れ

新規 

手帳あり 更新申請をしていれば本来診断書

不要だった場合で、申請受理日が

期限切れから１ヶ月以内【★１】 

受理 

更新申請をしていれば本来診断書

不要だった場合で、申請受理日が

期限切れから１ヶ月を超えている

【★２】 

※１ 

手帳なし 【★１】と同じ 受理 

【★２】と同じ 不受理 



更新 診断書不要 受理 

診断書必要 手帳あり ※１ 

手帳なし 不受理 

市外転入 受理 

※１ 診断書が添付されていないものは、障害福祉システムの手帳状況照会で精神保健福祉手帳の取得

状況を確認し、手帳の有効期限の残期間があり、申請資料が診断書である場合は、本人に今回の医療

の判定について「手帳用診断書」を利用するかどうかを確認した上で福祉保健システムより手帳用診

断書をダウンロードし、申請書へ添付する（PDF取り込み開始前のものは、こころの健康相談センター

の保管ファイル内を探しコピーをとる）。手帳用診断書の⑨⑩⑪欄に記載がない、または、入院中であ

り退院が決まっていない場合については、診断書によるコピーでは対応ができないので注意が必要。 

(2)  保険証（写し）の提示・提出がない場合の取扱い 

新規 仮受付 

市外転入・更新 保険変更なし 仮受付※２ 

保険変更あり 仮受付 

※２ 保険変更がないと申請された場合でも、変更がないかどうかの確認のため保険証写しの提出を求

める。 

 (3) 課税（非課税）証明書の提出がない場合の取扱い 

市外転入 仮受付※３ 

未申告 仮受付※３ 

世帯変更 仮受付 

※３ 市外転入で課税（非課税）証明がない場合は、後日送付を依頼するが、１ヶ月経っても送付がな

かった場合、一定所得以上として扱う。未申告者の場合も、申告勧奨をしたうえで同様の扱いとする。

ただし障害年金等の収入のみで非課税であると想定できるときは非課税世帯とする。収入の挙証資料

も同様の扱いとし、事務処理センターで確認がとれない場合は区担当ＭＳＷへ確認を行う。 

 (4) 書類ごとのチェック項目 

 確認内容 不備がある場合 備考 

支給認定申

請書 

申請者氏名、受診者（保

護者）氏名・生年月日・

住所・連絡先、医療保険

情報、生活保護の受給状

況、指定医療機関等を確

認する。 

不備部分の記載を依頼す

る。内容に疑義がある場

合は内容について問い合

わせる。 

受診者（保護者）氏名・生年

月日・住所については、障害

福祉システムの住民登録内容

と照合する。 

 

診断書 診断書が必要な申請かど

うか、様式は正しいか、

日付、署名、押印の有無

等について確認する。別

添の「自立支援医療診断

書（精神通院医療用）チ

チェックシートに不備内

容を記載し、添付する。 

 

 

 

 

診断書は「自立支援医療診断

書（精神通院医療用）」を原則

とするが、精神障害者保健福

祉手帳と同時申請する場合は

「診断書（精神障害者保健福

祉手帳用）」の様式に⑨～⑪の



ェックシート」または「診

断書（精神障害者保健福

祉手帳用）チェックシー

ト」に基づき記載漏れが

無いかチェックする。 

記載がされていれば受領可と

する。 

 

保険証（写） 国民健康保険（以下「国

保」という。）の場合、受

診者と同一世帯の加入者

の保険証の写しが全て添

付されているかについて

確認する。社会保険の場

合、記号・番号・保険者

番号のわかる保険証が添

付されているか確認す

る。 

国保加入の場合、申請書

に調査同意署名があると

きは、国保担当へ保険世

帯範囲についての調査照

会をする。 

同意がない場合は、保険

証の写しの提出を依頼す

る。 

社会保険の場合は、必ず

保険証の写しの提出を依

頼する。 

生活保護（以下「生保」とい

う。）に加入している場合は受

給状況について、区の担当課

へ照会し、申請内容を確認す

る。 

市民税課税

証明書また

は非課税証

明書 

横浜市で所得状況を把握

していない場合に必要。

把握している場合は障害

福祉システムで確認す

る。 

横浜市で所得状況を把握

していない場合で、市民

税課税証明書または非課

税証明書がないときは、

提出を依頼する。 

１月１日時点で横浜市に住民

登録があれば、基本的に横浜

市で所得状況を把握してい

る。（平成 30 年度市民税の場

合は平成 30 年１月１日時点

に横浜市に住民登録があれば

確認できる。） 

収入がわか

るもの 

非課税世帯の場合、申請

者（受診者が 18歳未満の

場合は保護者）の収入申

告書が記載されている

か、収入のわかる書類が

添付されているか確認す

る。 

収入申告書の記載、収入

のわかる書類の提出を依

頼する。 

生保世帯、市民税課税世帯の

場合は、確認の必要なし。 

病院・薬局が

わかるもの 

薬袋、診察券等の医療機

関名がわかる資料の写し

が添付されているかどう

か、添付がない場合、申

請書の医療機関欄に医療

機関を特定できる情報が

記載されているかどうか

確認。 

薬袋、診察券の写しがな

く、かつ申請書の医療機

関欄に医療機関を特定で

きる情報が記載されてい

ないときは、申請者へ確

認する。 

 



自立支援医

療診断書（写

し）の提供等

に関する同

意書 

申請日、氏名、住所、押

印等について確認する。 

不備部分の記載を依頼す

る。 

市外転入時のみ。 

個人番号の

本人確認資

料（写） 

申請者（受診者が 18歳未

満の場合は保護者）の番

号確認書類・身元確認書

類が添付されているか。 

確認書類が不足している

ときは、提出を依頼する。 

 

    

③書類審査（不備や疑義がある場合） 

 書類審査の結果不備や疑義がある場合には下記の流れに沿って申請者に照会する。 

 (1) 申請書に仮受付印を押印し、障害福祉システムで仮受付入力をする。 

(2) 電話による問合せする。この際時間帯を変えて２回程度問い合わせをする。ただし、留守番電話

には応答しない。 

 (3) 電話応答がない場合、手紙による照会を行う。この際手紙には○月○日までに回答が無かった場

合には申請書一式を返却する旨を記載する。なお税証明書類の不足の場合は、○月○日までに回

答がなかった場合は「一定以上」区分で処理する旨を記載する。 

(4) 「仮受付印」押印から１か月経っても不備のままの場合は手紙を入れて全申請書類を本人へ返却

する。申請書は最初の「仮受付日」から１か月以上経った場合は無効となるが、診断書は、記載さ

れている日付から３か月以内であれば再申請時に使用することができる。 

 

④申請受付入力 

(1) 障害福祉システムで申請書の内容を入力する。主な入力項目は以下の通り。その際担当区ごとに

申請書を分け障害福祉システムに申請情報登録を行う。新規申請（受給者番号を持っていない者）

の場合は、居住区を担当区とし、生保受給者は、生保担当の区を担当区とする。 

・診断書の種類 

・送付先（住民登録以外の希望送付先が記載されている場合のみ入力する） 

・保護者（受診者が 18歳未満の場合） 

・連絡先  

・保険証情報（記号・番号・保険者番号） 

・所得区分に関する情報（世帯の市民税所得割額・収入・課税の有無等） 

・指定医療機関情報・病名（ＩＣＤ１０コード） 

・希望満了日 

(2) (1)の作業後、障害福祉システムから出力された入力確認票、申請書、添付書類を一纏めにし、フ

ァイルに綴じる。書類の順番は診断書医療用（または手帳診断書コピー）、申請書、入力確認票、添

付書類の順にする。区から送付された手帳と同時申請のものは申請書、入力確認票、手帳と同時の

手帳用診断書、添付書類の順にして綴じる。 



    

⑤入力内容の確認 

 申請書の記載内容と障害福祉システムへの入力内容を照合する。 

 

⑥入力内容の再確認 

内容に誤りがないか確認する。主な確認項目は以下のとおり。 

 (1) 申請書の種類を確認する。新規申請（含む有効期限切れ１ヶ月以内の更新申請）、更新申請、変

更申請、再交付申請のいずれであるかを確認する。 

 (2) 申請書の受領印の有無、受付日と有効期限に注意して確認する。注意すべき点は以下の通り 

(ｱ) 市外転入の場合の有効期限は転入前住居で発給の受給者証の有効期間 

  (ｲ) 更新の場合の有効期限：３ヶ月前から申請受理、有効期間満了の翌月１日から１年間の月末ま

で 

  (ｳ) 新規の場合の有効期限：申請書受付日から、１年以内の日で月の末日まで（例：３/10受付→本

年３月 10日から翌年２月 28日まで） 

  (ｴ) 有効期限切れ１ヶ月以内の更新申請の有効期限：新規の取扱いと同様の有効期限 

 (3) 入力確認票をチェックの際、主に確認するが、保険証番号や薬局等については入力間違いも見ら

れるので申請書も確認する。直前に発行されている受給者証の項目から内容が変わった項目は、網

が掛かっているので、網掛け項目を重点的に見ればよい。新規申請の場合はすべて確認する。 

(4) 診断書を確認する。精神通院医療用か精神保健福祉手帳用か、それぞれ原本かコピーによる申請

かといったことについて区別が必要。 

(5) 受給適用者が 18歳未満の場合、申請者は、保護者であり、サイン（或いは印）の有無、保護者記

載欄への記載の有無を確認する。 

 (6) 申請書の氏名と受給者証の氏名を照合する。注意すべき点は以下の通り。 

(ｱ) 申請後に婚姻等戸籍届出があった場合は氏が違う可能性がある。 

(ｲ) 外国籍で通称名（本名以外で日常使用する日本名等）を使用する人は、本名が証に載らないよ

うに注意が必要である。入力確認票の氏名欄は、通称名登録している人も本名が載っている。 

(ｳ) アルファベットの名前はオーバーフロー（文字が全部入りきらないこと）することがある。そ

の場合は全く印字されない。空欄に手書き補記する。 

(ｴ) 通称名の表示を希望していることを直接申請書に記載してはいないが、申請書や診断書の氏名

欄が通称名の人は、通常本名表示にしない。 

 (7) 受給者資格について確認（診断書の有無）する。診断書が必要なのは１年おきなので、今回の申

請書に診断書（原本）がある場合は次回の更新時には診断書は不要。ただし手帳と同時申請、手帳

用診断書を使う申請の場合は一部異なる。詳細は以下の表の通り。 

申請事由 手帳と同時 診断書の提出 次回診断書 摘要 

新規 × あり 不要 医療用１年目 

〃 ○ 手帳用 不要 手帳用１年目 

〃 × なし 

(手帳用コピー) 

不要／ 

必要 

手帳用コピー 

(居処資料が診断書である手帳の期限ま



で 12か月を超えている場合 

／居処資料が診断書である手帳の期限

まで 12か月以内である場合) 

更新 × あり 不要 医療用 1年目または手帳用コピー 

〃 × なし 必要 医療用 2年目または手帳用コピー 

〃 ○ 手帳用 不要 手帳用 1年目 

〃 × 手帳用コピー 不要／ 

必要 

手帳用コピー 

(居処資料が診断書である手帳の期限ま

で 12か月を超えている場合 

／居処資料が診断書である手帳の期限

まで 12か月以内である場合) 

市外転入 × コピー 不要※１ 他市町村診断書１年目 

〃 × コピー 必要※２ 他市町村診断書２年目 

※１前自治体での受給者証に［次回診断書不要］の記載があるとき。 

※２前自治体での受給者証に［次回診断書必要］の記載があるとき。 

(8) 受給者証の発送先、申請書の送付先の指定の有無を確認する。証の住所は申請時点より後のデー

タを用いるため、申請後に転居等をすると申請書、入力確認票と異なる場合があるので注意が必要。 

(9) 指定医療機関を確認する。更新の場合は網掛け（変更）があったものだけでよいが、医療機関の

指定申請の関係で【廃止済み】等の文言が印刷されることがあり、その場合は修正の対象となる。 

 (10)  健康保険の加入の有無を以下の分類に従い確認する。 

  (ｱ) 国保の場合 ：同一の国保に加入している家族全員分の保険証の写し 

  (ｲ) 国保以外（健康保険組合、協会けんぽ、後期高齢等）の場合：受診者の保険証の写し 

  (ｳ) 生活保護世帯で、医療保険に加入していない場合：保険証は無くても自立支援医療を受けられ

る。 

 (11)  自己負担と月額負担上限額が合っているかを確認する。 

 (12)  認定にあたり、収入や納税状況の調査についての同意の有無について確認する。 

 (13)  病院・薬局が、認定を受けている期間であるかを確認する。 

 (14)  備考欄に特記事項が無いかどうかを確認する。この際受給者証発行済といった文言が欄外に書

かれている場合があるので要注意。 

(15) 送付先を確認する。住基上の住所以外に郵送するときは注意が必要。申請書や入力確認票に送

付先について記載されているので見落としの無いようにする。郵便番号が抜けているときは手書

き補記可。 

 

新規申請の場合及び市外転入の場合には障害企画課の職員が入力内容を確認する。 

       

⑦本人確認票の封入封緘・発送 

申請受付時の入力内容を印字した書類（入力確認票（本人控））を申請者あてに送付する。所得変更の

申請の際は受給者証に「変更手続き中」のゴム印を捺して返送する。 



 

⑧申請関係書類の障害福祉ステムへの取り込み 

診断書、その他申請関係書類一式の取り込みを行う。判定会を要する申請については、取り込みがで

きた書類一式の一番上に、判定用紙を加え、こころの健康相談センター送付用のファイルに綴じる。 

判定会を不要とする申請については、その後の各事由の処理へと回す。 

 

⑨障害福祉システムで進達入力 

担当区ごとに進達入力を行う。区から送付されてきた「手帳と同時申請」の場合、区ごとではなく、

手帳用診断書分としてまとめて進達入力を行う。新規の場合及び診断書が必要な更新の場合は、進達先

はここセンとなり、進達入力で出力された進達簿と申請書等をここセンへ渡す。市外転入及び診断書が

不要な更新の場合の進達先は障害企画課となる。 

 

⑩診断書の取り寄せ依頼文の作成 

 他市区町村へ診断書の取り寄せを依頼するための依頼文を Excel で作成する。主な入力内容は対象者

氏名・生年月日・旧住所・前受給者番号。診断書の取寄せには利用者の同意が必要なため、申請者へ同

意書を送付したうえで依頼する。不備書類がある場合はそのお知らせとともに行う。 

 

⑪認定結果（一括）登録 

 障害福祉システムで認定結果（一括）登録をする。以下の入力項目について、判定会の結果等により

修正が必要な部分を修正して認定登録する。    

・認定結果  ・認定有効期間  ・適用日  ・病名（ＩＣＤ１０コード）  

・重度かつ継続の有無 

 

⑫受給者証等の内容確認 

郵送された申請書と庁内メールで送られてきた申請書を混ぜ、１つのファイルにまとめる。 

認定日の翌日（だいたい月曜午後）１３～１４時ごろ、住民情報システム課より受給者証及びリスト

が届く。リストの中身は区ごとリスト（全件）、区ごとリスト（生保のみ）の２種。証は上下に２枚ずつ

となっているので、やりやすい方法で切る。障害福祉システムから減分異動者リスト（進達からバッチ

処理までの間に住所が変更になった人のリスト）を出力し、受給者証の左の住所が市外になっている受

給者証を抜き取ったうえで、減分異動者リストと一致したものについては障害企画課へ訂正依頼をする。 

 

⑬封入封緘・発送、郵送リスト作成 

(1) 発送前のチェックは２回行いそれぞれ違う人により行う。必ずリストと受給者証の確認をし、こ

の際チェックする内容に誤りがあれば障害企画課の職員が証の修正を行う。誤りが無ければ封入封

緘する。この際受給者証、ビニールカバー、上限管理票をセットにし、専用の窓開き封筒に封入封

緘する。ただし上限管理票は、生活保護者、重度かつ継続非該当の中間所得者には同封しない。区

窓口受付分で、申請書裏面「事務処理欄」の備考に「区から発送」と書かれている申請者の受給者

証は、区福祉保健センターのＭＳＷへ庁内メールで送付する。 



 (2) 封入封緘が終わったものについては郵便局が回収する。この際２４２円、２５２円、簡易書留の

３つの区分があり、それぞれ数を数え郵便局に提出する差出票を作成し発送する。２５２円のもの

は月額上限負担額管理票を入れるもの。２４２円及び２５２円のものは特定記録郵便。簡易書留の

ものについては一括送付かつ生保かつ中区の一部の地域へ発送する際に行う。発送、チェックの進

行段階についてはホワイトボードにより管理する。簡易書留で送る地域は以下のとおり 

(ｱ) 長者町１丁目 

(ｲ) 寿町２～４丁目 

(ｳ) 松影町２～４丁目 

(ｴ) 扇町３～４丁目 

(ｵ) 三吉町 

(ｶ) 宮川町（宮福館のみ（３－１０８）） 

 

(3) 受給者証発送作業手順については下記の流れに沿って行う。 

  (ｱ) リストの順番通りに封緘済み受給者証を並べる。（リストは 242円と 252円の２通り） 

(ｲ) リストの名前と発送する証の宛名が異なる場合にはリストを修正する。 

(ｳ) 区発送分など、リストに名前があるが発送する証が無い場合にはリストから削除をし、削除の

文言を名前の横に記入する。 

(ｴ) 発送する証はあるが、リストにない場合は名前を追加する。(ｳ)、(ｴ)のケースについては、必

ず「自立医療受給者一覧リスト」（区へ送付するリスト）と照らし合わせて、「自立医療受給者一

覧リスト」に情報が反映されているか確認すること。発送する証の過不足が分からない場合には

職員に連絡する。 

(ｵ) 最終的な発送数を右上の合計欄に記入すること。 

(ｶ) 最後に証の封入方向が全て正しいか、リストの合計通数と現物の数が合っているかを必ず確認

すること。 

                                  合計１１通 

No. 担当区名 氏名 お問い合わせ番号 

１ ○○区 ●● ●●  

２ ○○区 ●● ●●  

３ ○○区 ●● ●●  

４ ○○区 ●● ●●  

５ ○○区 ●● ●●  △△ △△  

６ ○○区 ●● ●●  

７ ○○区 ●● ●●  

８ ○○区 ●● ●●  

９ ○○区 ●● ●●  削除  

10 ○○区 ●● ●●  

11 ○○区 ●● ●●  

12 ○○区 ●● ●●  

(ｵ)最終的な合計通数を記入 

(ｲ)リスト名と証送付名が異なる場合は修正 

(ｳ)区発送分などはリストから削除 



13 ○○区 □□ □□  

 

※ 送付数に目途がつき次第、障害企画課に数を伝え、翌日発送分として整える。 

 

⑭申請書類等の障害福祉システムへの再取り込み 

  ⑧で行った申請書類等のスキャンの後に、修正等が入ったものについては、該当書類の差し替えをこ

こで行う。障害福祉システムのメモ欄に、データ上書き実施日を入力し、登録しておく。（ひな形：平成

31年●●日申請書類等の再取り込み実施（平成 31年●月●日新規申請分）） 

  

⑮申請書等の管理 

発送が終わったものについて行う。区ごとに分け、インデックスを貼る。同じ日に認定された申請書

について行う。ファイルに綴じた後認定日とファイルに入れた区について記録したラベルを背部に貼る。 

また、過去（昨年度）の申請書保管ファイルは、ファイルから申請書類を取出し、廃棄用に準備した

段ボールに隙間なく詰め、文書年度・廃棄年度・区を記載する。 

 

⑯障害福祉システムへ受領確認登録 

 区から進達書類等が送付された場合は、障害福祉システムにメッセージが来ているため、記載の内容・

数と送付内容が一致するかを確認し、確認登録をする。 

 

【その他注意事項】 

・区へ申請書類を返送する必要が発生した場合は、鍵付き事務連絡用ケースを用いるか、庁内メール封

筒に「マイナンバー在中」と記載の上、送付すること。 

・受給者証の発送前に、区より発送を止めてほしい旨の連絡が入った場合でも、⑬郵送リストを作成し

封入封緘と同時にチェックを 1度行った後は、対応しなくて良いものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｴ)リストに名前が無い場合は追記 



【１ヶ月のスケジュール例（2019年 11月分）】 

日 月 火 水 木 金 土 

     11/1 

 
 
 
 
 
(夜間バッチ) 

11/2 

11/3 11/4 

 

11/5 

バッチ処理し

た受給者証到

着(11/1分) 

11/6 11/7 11/8 

 
 
 
 
 

(夜間バッチ) 

11/9 

11/10 11/11 

バッチ処理し
た受給者証到
着(11/8分) 
 
 
市外住所抜き
差し、他は発送
準備へ 

11/12 11/13 

 

11/14 11/15 

 

 

 

 

 

(夜間バッチ) 

11/16 

11/17 11/18 

バッチ処理し
た受給者証到
着(11/15分)  
 
 
市外住所抜き
差し、他は発送
準備へ 

11/19 11/20 11/21 11/22 

 
 
 
 
 

(夜間バッチ) 

11/23 

11/24 11/25 

バッチ処理し
た受給者証到
着(11/22分) 

11/26 

判定会 

11/27 11/28 11/29 

 
 
 
 
 

(夜間バッチ) 

11/30 

 

判定結果入力 

判定結果入力 

事務センからこ
こセンへの書類
送付〆切(11/13

判定会分) 

事務センからこ
こセンへの書類
送付〆切(11/26

判定会分) 

区から事務セン
への書類送付〆
切(11/26 判定会

分) 

判定会 

区から事務セン
への書類送付〆
切(11/13 判定会

分) 



 

 

 

８ 事務処理【手帳】の詳細 

 

精神障害者保健福祉手帳（以下、「手帳」という。）の事務処理には、「福祉保健システム」

を用いる。自立支援医療とは使用するシステムの名称が異なるため注意すること。なお、

事務処理の中で取り扱う主な書類は次の通り。 

 

① 区からの進達書類の受領処理 

区から庁内メールで届いた書類を受理する。 

(1) 件数確認 

下記の項目について、進達された書類と進達簿（進達者一覧と総括表）の内容が

書類の種類 説明 備考 

診断書 診断書を要する手帳申請の場合及び医

療単独の場合に添付されている。手帳

申請（同時申請を含む）に使える「手

帳用」のほか、医療単独にのみ使える

「自立支援医療用」の２種類があるこ

とに注意。 

 

手帳申請書 新規・更新・再承認・等級変更・転入・

記載事項変更・再交付申請で同じ様式。 

（申請項目にチェックが入る） 

写真欄が設け

ら れ て い て

も、申請事由

によっては添

付されない場

合もある。 

障害年金証書の写し等 手帳を障害年金証書にて申請する際に

必要。障害年金証書でなくとも、振込

通知書等、基礎年金番号と年金コード

が明確に確認できる書類であればよ

い。なお、手帳の申請でなくとも、医

療の所得区分の関係で添付される場合

もある。 

「特別障害給

付金受給資格

者証」でも代

用可。 

同意書 障害年金等による申請の場合必要にな

る、年金事務所に受給状況を照会する

ことについての同意書。 

 

本人確認チェック票 マイナンバーの確認用  

代理人確認チェック票 代理人による申請の場合のマイナンバ

ー確認用 

 



 

 

 

一致しているかを確認し、確認したら進達簿にチェック（✔）をつける。一致してい

ない箇所があれば、区役所に電話で確認を行う。 

ア 申請書の件数（同一人物でも申請事由ごとに数える） 

イ 氏名 

ウ 申請種別 

エ 添付書類 

オ 写真有無 

※この確認の際に、（医療との）同時申請か単独申請かも併せて確認し、同時申請の

場合は進達簿の欄外に「同」と手書きする。 

(2) 確認が終了した進達簿、申請書に受付印を押す。 

(3) 手帳の申請について、福祉保健システムに書類受領登録をする。まとめての登録作

業ができないため、1件ずつの登録作業となる。 

(4) 障害福祉システム（自立支援医療の事務処理で主に使用するシステム）に届いてい

るメッセージを確認し、受領確認登録をする。この登録は、1進達ごとの作業となる。 

 

② （郵送）受付処理 

  申請者から郵送で申請書類一式が届いたら、封筒に受付印を押し、受付簿に受付日・

申請者名等を記入する。 

※ 郵送物の中に手帳貼付用の写真が入っていた場合は、一時的に申請書に付けておき、

⑦受付確認票（本人控）と一緒に申請者へ返送する。 

 

③ 申請書類のチェック 

  提出された申請書類に不備がないかどうかを確認する。各書類の確認内容は以下の通

り。併せて申請書類が上から、受付確認票（バーコード付）、診断書、申請書、その他書

類、の順になっているかどうか確認し、異なっている場合は並べ替える。 

書類の種類 チェック項目 備考 

診断書 

 

・診断書は「右半分を手前向きの蛇腹

折り」になっているか 

→正しく折られていない場合は折りな

おす 

・申請日は初診から 6 か月経過してい

るか 

※その他の診断書確認内容について

は、診断書チェックシートを用いてこ

のタイミングで確認・記録し、⑤での

不備調整は不要とする。 

左記以外の不

備内容につい

ては、のちに

こころの健康

相談センター

にから医療機

関に確認・調

整を行う。 



 

 

 

障害年金証書等 ・障害を事由とする年金等の書類であ

るか 

福祉保健シス

テムのメモ機

能に、前回手

続き時の証書

に関する記載

があれば、フ

ェイスシート

に記載する。 

申請書 ・区で押印した受理印と、申請書右上

に印字されているシステム上の申請日

が一致しているか 

・同時申請の場合は医療の申請書受理

印と一致しているか 

・再交付または市外転入で、既に手帳

が区に送付されているにもかかわら

ず、写真が添付されていないか 

・進達された申請書がコピーであるな

ど、区用の控えではないか 

 

本人確認チェック票 ・番号確認書類にチェックがあるか 

・身元確認書類にチェックがあるか 

 

代理人確認チェック票 ・代理権確認書類にチェックがあるか 

・代理人の身元確認書類にチェックが

あるか 

 

 

（年金）同意書 ・本人の署名があるか 

名・住所・生年月日・押印（拇印不可）

がある。また、氏名が本人の氏名であ

る。 

・後見人の場合は、後見人の名・住所・

押印・登記事項証明書のコピーがある

か（本人氏名の併記があると望ましい） 

 

マイナンバー確認書類 

（郵送申請の場合） 

 

・個人番号（マイナンバー）カード裏

面のコピー又は番号通知カードのコピ

ーが添付されているか 

 

身分証明書 

（郵送申請の場合） 

・個人番号（マイナンバー）カード表

面、運転免許証のコピー 

別紙「身分証

明書」参照 



 

 

 

手帳コピー 

（郵送申請の場合） 

・交付済みの手帳のコピー 

・転入の場合は、転入前の手帳のコピ

ー 

 

  不備がなかった場合および診断書のみの不備の場合は、封筒に押印した日付と同じ日

付で申請書に受付印を押印し、診断書チェックシートを付けて（裏面が上になるように）

そのままファイル保管とする。不備があった場合は、抜き出して、封筒に押印した日付

と同じ日付で申請書に仮受付印を押印し、診断書チェックシートを付けたうえで不備あ

りのファイルに移し替える。 

  区からの進達書類の中に不備があった場合は、該当書類を抜き出す際に進達者一覧か

ら該当者を削除（二重線見え消し）しておく。 

 

④ ③で不備があった場合の調整 

申請書に記載されている電話番号へ連絡し、不備解消を行い、調整内容・結果をフェイ

スシート及び福祉保健システムのメモ機能に残す。不備が解消したら、専用のファイルへ

移し替える。 

電話応答がない場合は、手紙による照会を行う。この際、手紙には○月○日までに回答

が無かった場合には申請書一式を返却する旨を記載する。 

 

⑤ ④調整できなかった場合 

返送する申請書類のコピーをとり、原本を申請者に郵送する。コピーをとる際は、マイ

ナンバーをマスキングしてから行うことに注意する。 

発送手続き後、発送簿に発送日、申請者名、理由、担当者名を記入する。 

 

⑥（郵送）申請入力 

  手帳の申請について、福祉保健システムに入力する。入力の際には、必要に応じて申

請者へ確認・調整の電話連絡をするか、こころの健康相談センターへ判断を仰ぐ。 

  不備が解消されたものについては、必要項目を入力したら受付確認票と本人控を出力

し、印字された送付先住所と申請書に記載されている送付先住所が一致しているかを確

認する。１ファイル分入力したら進達簿を出力する。 

申請者に確認・調整するケース 

福祉保健システムで本人検索をした結果、氏名のみが変更になっている。 

⇒ 申請者へ電話等で確認を行い、問題なければ記載事項変更の手続きを同時に行うこ

ととして整理し、入力処理を行う。 

こころの健康相談センターに判断を仰ぐケース 

(1) 検索したが市内に該当者がいない 

(2) 同一人物の情報が複数表示される（住登と住登外、住登外と消除住基など） 



 

 

 

(3) DVフラグが表示された 

(4) 本人記載住所とシステム表示の住所が異なる 

(5) その他疑義があるもの 

⇒ こころの健康相談センターへ判断を仰ぎ、回答に即して入力処理を行う。 

≪参考≫ 

 

 

⑦ 受付確認票（本人控）の送付 

  受付確認票（本人控）を申請者へ、普通郵便にて郵送する。 

ただし、郵送申請で写真が同封されていた方の場合は、写真も一緒にし、簡易書留にて

郵送する。 

 

⑧ 申請書類の取り込み 

申請書類一式を福祉保健システムに取り込む。取り込み用のファイルに綴られている書

類一式を OCR機器にセットし、取り込む。 

 

⑨ 判定用紙のホチキス留め 

 福祉保健システムへの取り込みが終わり次第、判定用紙 ※、診断書、申請書、その他書類、

診断書チェックシート、受付確認票の順でホチキス留めする。ホチキス留めした書類は進

達簿のリスト順に並べる。 

 ※判定用紙は診断書の氏名が見える位置に留める。 

 

⑩ こころの健康相談センターへ進達 

 申請書一式（ファイル）と進達者一覧 ※をこころの健康相談センターへ引き継ぐ。 

※ 不備調整中でファイルから抜き出した申請書類があれば進達簿から該当者が削除（二

重線見え消し）されていることを確認し、不備調整後の追加分があれば手書きで追記

する。 

 

福祉保健システムでオレンジ色のwarningメッセージが出ます

↓ ↓ ↓ ↓ ↓
・障害者支援施設 ・介護施設 住民票の異動の勧奨
・生活保護施設 ↓ ↓
・児童福祉施設

↓ ↓
↓ ↓ ↓

↓
こころの健
康相談セン
ター職員へ

〔手帳情報の住所〕と〔住基の住所〕が違う場合の考え方

担当区

施設入所中 転居精神科に入院中

〔手帳情報〕の担当区の
まま

現住所〔住基〕の区 〔手帳情報〕の担当区の
まま

現住所〔住基〕の区

（変更なし） （変更あり） （変更なし） （変更あり）

〔住基〕が病院の住所
又は区役所の住所の場

合



 

 

 

⑪ 福祉保健システムで判定結果の入力 （バッチ処理日までに行う） 

 以下の手順で福祉保健システムに判定結果の入力を行う。 

(1) こころの健康相談センターから申請書類一式と「手帳交付件数（申請種別・等級別）

表」が、以下のタイミングで届く。申請書類一式と「手帳交付件数（申請種別・等級

別）表」の数が合っているか、その都度確認する。数が合わない場合はこころの健康

相談センター職員に報告する。 

ア 〔診断書〕の場合 

  判定会の２営業日（申請種別・等級別に分かれている） 

イ 〔年金〕の場合 

  判定会の翌営業日から、直近のバッチ処理日までの間 

 (2) 福祉保健システムに入力する。 

ア 〔診断書〕の場合 

判定用紙の「センター長判定」欄の等級、診断書の「①病名（１）主たる精神障

害」のＩＣＤコードを入力する。 

  イ 〔年金〕の場合 

 申請書上部にゴム印で押してある等級を入力する。 

 (3) 〔診断書〕〔年金〕（新規・等級変更を除く）について、「手帳再発行区分」が申請書

の内容と合っているか確認する。違う場合は、修正する。 

 (4) 全件入力後、入力した件数を数える。 

  ア 添付書類別（診断書・年金）、申請種別（新規・更新（等級変更含む）・再承認）、

等級別（１・２・３級）の件数をそれぞれ数え、「手帳交付件数表」に記入する。 

  イ すべての書類を担当区別に分け、件数を数え「手帳交付件数表」に記入する。 

  ウ アとイの件数が一致するか確認する。 

  エ 担当区別に分かれた書類を、担当区別のまま五十音順に並べ替える。 

  オ 全件分記入済みの「手帳交付件数表」をこころの健康相談センターに提出する。 

 

⑫ 交付台帳の確認 

(1) バッチ処理日の翌営業日に、福祉保健システムから下記の書類を出力する。 

  ア 交付台帳 

  イ 通知文（区宛） 

  ウ （あれば）処理者一覧 

 (2) 交付台帳に記載されている内容と、決定入力が行われた申請書類を突合する。ア～

エは区ごとに作業する。 

  ア 確認項目 

 ・台帳に記載されている人物と、申請書類の人物の氏名・生年月日が一致しているか 

・（診断書の場合）判定用紙の「センター長」欄の判定等級が入力されているか 



 

 

 

・（年金の場合）申請書上部にゴム印で押してある等級が入力されているか 

・市外転入の場合、交付日・有効期限・申請日は一致しているか 

   申請書がある場合 ※は、書類上の申請日との一致を確認。さらに書類に前自治体交付

手帳のコピーが添付されている場合は、交付日・期限・等級を併せて確認する。 

※ 区窓口経由の場合、申請書が進達されていない場合もある。 

・印刷されるべき手帳が印刷不要になっていないか、印刷不要の手帳が印刷されてい

ないか 

 

イ アの確認で相違があった場合、こころの健康相談センター職員に報告し、福祉保健

システムで修正入力と手帳台紙を出力する。 

 ウ ア・イの作業後、交付台帳の左枠外にチェック（✓）をする。一区分の確認が終了

したら、チェック（✓）が付くべき人 ※全てにチェック（✓）が付いているかを確認す

る ※。 

※市外転入・再交付申請は、区役所から申請書類が進達される前に、バッチ処理され

ることがあるためすべての対象者にチェック（✓）が付くとは限らない。（⑬★参照） 

 エ 交付台帳上、手帳台紙が印刷されているはずの枚数 ※を数え、「送付準備チェックリ

スト」に記入する。 

   ※「備考欄」に「印刷不要」と記載されていないもの 

 オ 全区分を確認後、⑫(1)ア・イ・ウのコピーを取る。 

   ア…原本をこころの健康相談センターへ提出、コピーを（⑬で）区へ送付する。 

  イ・ウ…コピーをこころの健康相談センターへ提出、原本を（⑬で）区へ送付する。  

交付台帳

【新規交付】 新規申請 診断書 確認不要 ※１ ※４ ※４ ※７ 確認不要

年金 確認不要 ※２ ※４ ※４ ※７ 確認不要

転入届　◎ 確認不要 ※３、※５※４、※５※４、※５※４、※５ 確認不要

【更新】 更新申請 診断書 確認不要 ※１ 確認不要 ※６ ※７ ※８

年金 確認不要 ※２ 確認不要 ※６ ※７ ※８

再承認申請 診断書 確認不要 ※１ 確認不要 ※４ ※７ ※８

年金 確認不要 ※２ 確認不要 ※４ ※７ ※８

【再交付】 再交付申請　◎ 確認不要 確認不要 確認不要 確認不要 確認不要 確認不要

等級変更申請 診断書 確認不要 ※１ 確認不要 ※４ ※７ ※８

年金 確認不要 ※２ 確認不要 ※４ ※７ ※８

台帳には記載なし 確認不要 確認不要 確認不要 確認不要 確認不要 確認不要 確認不要

◎ 区窓口経由の場合、この時点では申請書が進達されていない場合もある

※１ 判定用紙の「センター長」欄の判定等級と一致しているか

※２ 申請書上部にゴム印で押してある等級と一致しているか

※３ 申請書と一致しているか

※４ 申請書の受付日と一致しているか

※５ （添付がある場合）前自治体交付手帳（写し）と一致しているか

※６ 申請書の有効期限（更新前の有効期限）の翌日か

※７ 有効期限（自）から2年が経過する日の属する月の末日か

※８ 手帳台紙が印刷されるべきものに「印刷不要」と表示されていないか

・申請書に写真が貼ってあるもの

・申請書の写真欄に「印刷不要」と記載されていないもの

記載事項変更　◎

備考
有効期限
（至）

有効期限
（自）

交付日手帳等級手帳番号
申請書の区分

氏名、
生年月日

申請書と一致
しているか



 

 

 

⑬ 写真貼付、刻印押し 

 (1) 写真を貼付する 

 福祉保健システムのバッチ処理がされると、翌営業日の午後に手帳台紙および交付の

お知らせが届く。手帳台紙は担当区ごと、A4用紙に 4枚ずつ印刷されているため、切り

分けたうえで担当区ごとに束ね、氏名の五十音順に並べ替えてクリップ留めする。1 つ

の担当区の中に他区の住所も混ざっていることがあるが、入れ替えたりしないよう注意

すること。 

申請書から写真を剥がし、手帳台紙に貼る。剥がした写真欄には「済」と記載。写真

貼付後、手帳（台紙）を区ごとに輪ゴムで束ねる。 

★〈申請書〉はあるが、〈手帳台紙〉が印刷されていない場合（⑫(2)ア※８参照） 

福祉保健システムで、更新・再承認申請が「印刷不要」で決定されており、かつ等級に

変更がない場合。 

申請書の写真欄に「後日」や「未」といった記載があれば印刷が必要な人であるため、

万が一印刷が漏れていれば、こころの健康相談センター職員に報告し、福祉保健システム

で修正入力と、手帳台紙を出力する。 

  ★★〈手帳台紙〉はあるが、〈申請書〉がない場合（⑫(2)ア◎参照） 

市外転入・再交付申請の可能性が高い。後で突合（★★★）する。この時点では手

帳を 90度回転させておく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  何らかの理由により写真を貼付せずに返戻する場合（他者が写り込んでいる、脱帽

していない等）には、こころの健康相談センターにおいて申請書に指示付せんを付け

てある。写真を手帳（台紙）にクリップ留めし、申請書の写真欄には「済」とは書か

ず「区に返戻」と記入。 

  最後に、申請書に貼り忘れた写真が残っていないかを確認し次の区の作業に移る。こ

れを 18区分行う。 

★★★の確認 

    ★★で 90度回転させた手帳について、交付台帳の該当者欄にチェック（✓）がつい

ていないことを確認のうえ 90度回転したものを元に戻す。 

申請書がな

い手帳は 

90度回転 



 

 

 

 (2) 刻印を押す 

   写真を貼った手帳台紙に刻印を押す。写真がない手帳には刻印は押さない。 

 

⑭ 送付準備 

 次のア～エについて、区役所へ送付する準備をする。イ及びエはこころの健康相談セン

ターから渡される。 

  ア 手帳台紙 

  イ 通知文（区宛） 

  ウ 交付台帳（写し） 

  エ 交付のお知らせ（申請者宛） 

  オ （あれば）処理者一覧（不承認） 

 準備に際して、刻印の押し忘れ・不要なものへ刻印がされていないかを確認するととも

に、⑫(2)エの「送付準備チェックリスト」の手帳台紙の枚数と、実際の手帳台紙の枚数が

合っているか確認する。数が合わない場合はこころの健康相談センターに報告する。 

 

⑮ 区に発送 

 ⑭で準備したア～オを送付用の袋（鍵付き）に入れ、庁内メールで各区へ発送する。そ

の際、袋の宛先、内容物が同じ区宛のものか必ずダブルチェックし、発送簿に記入する。 

 

⑯ 不備調整があった場合に診断書の取り込み 

 不備調整があった診断書には、こころの健康相談センターで付せんがホチキス留めされ

ているため、該当の申請書類一式を改めて福祉保健システムに取り込む。その際、調整前

の情報は削除するとともに、不備調整した旨を福祉保健システムのメモ機能に残しておく。 

 

⑰ 申請書類のファイリング 

 区別・五十音順にファイリングし、区別にインデックスを挟み、ファイルの背表紙には

ラベルをつける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

●1か月のスケジュール例（2019年 11月のスケジュール予定） 

日 月 火 水 木 金 土 

     11/1 

 
 
 
 
 
 

11/2 

11/3 11/4 

 

11/5 

バッチ処理

日（10/29判

定分） 

11/6 11/7 11/8 

区に発送 

 
 
 
 

 

11/9 

11/10 11/11 

 

11/12 11/13 

 

11/14 11/15 

 

 

 

 

 

11/16 

11/17 11/18 

 

11/19 

 
 
 
 

バッチ処理

日（11/13判

定分） 

11/20 11/21 11/22 

 
 
 
 
 

区に発送 

11/23 

11/24 11/25 

 

11/26 

判定会 

11/27 11/28 11/29 

 
 
 
 

 

11/30 

 

 

 

 

  

事務センから
ここセンへの
書類送付〆切
(11/13 判定会

分) 

判定会 

区から事務セ
ンへの書類送
付〆切(11/13
判定会分) 

手帳作成等 

判定結果入力 

手帳作成等 判定結果入力 

区から事務セ
ンへの書類送
付〆切(11/13
判定会分) 

事務センから
ここセンへの
書類送付〆切
(11/26 判定会

分) 

判定結果入力 



 

 

 

別紙 身分証明書 

 

 

②
③
の
う
ち
２
種
類
で
確
認

（
必
ず
②
を
1
つ
以
上
含
む
こ
と

）

●顔写真なしの身分証明書（公的機関発行）

□被保険者証（国民健康保険証、健康保険、船員保険、後期高齢者医療、介護保険）
□健康保険日雇特例被保険者手帳　　□共済組合員証　　□私立学校教職員共済加入者証
□国民年金手帳　　□国民年金、厚生年金保険若しくは恩給の証書
□住民基本台帳カード（写真なし）　　□請求書に押印した印鑑に係る印鑑登録証明書
□自立支援医療受給者証　□児童扶養手当証書　　□特別児童扶養手当証書
□１に掲げる書類が更新中の場合に交付される仮証明書や引換証類、生活保護受給者証
□その他区長がこれらに準ずるものとして適当と認める書類（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
※個人識別事項（「氏名＋住所」又は「氏名＋生年月日」）の記載があるものに限る。

③

●その他証明書等

□学生証　　□法人（国若しくは地方公共団体以外。）が発行した身分証明書（写真付）
□国若しくは地方公共団体の機関が発行した資格証明書（１で掲げる書類を除く。）（写真付）
□その他区長がこれらに準ずるものとして適当と認める書類（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

①

①
の
う
ち
１
種
類
で
確
認

●顔写真付きの身分証明書

□個人番号カード　　□自動車運転免許証　　□旅券（パスポート）
□住民基本台帳カード（写真付）　　□在留カード　　□一時庇護許可書
□仮滞在許可書　　□特別永住者証明書　　□身体障害者手帳
□精神障害者保健福祉手帳（写真付）　　□療育手帳
□国若しくは地方公共団体の機関が発行した身分証明書（写真付）
□その他国・地方公共団体の機関が発行した免許証、許可証若しくは資格証明書等
　（船員手帳、海技免状、小型船舶操縦許可証、猟銃・空気銃所持許可証、戦傷病者手帳、宅地建
物取引主任者証、電気工事士免状、無線従事者免許証、認定電気工事従事者認定証、特殊電気工
事資格者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、運行管理者技能検定合格証明書、動
力車操縦者運転免許証、教習資格認定証、警備業法（昭和47年法律第117号）第23条４項に規定す
る合格証明書、運転経歴証明書（平成24年４月１日以後に交付されたものに限る。））

②



下記の表及び※３参照 

◎ 対象となる方

精神疾患により、継続的な通院による精神療法や薬物療法の治療を受けている方。
（「世帯」の所得が一定以上の場合、制度対象外となる可能性があります。 ） 

◎ 医療の範囲と給付内容

精神障害及び精神障害に起因して生じた病態（注１）に対して、病院及び診療所に入院しないで行

われる医療が対象となります。 

（治療や症状に関連して生じた病態に関しては、精神通院医療を担当する医師によって通院治療を行う範囲の病態

のみが対象となります。） 

通常、医療機関の窓口では、医療費の７割を医療保険が負担をして、残りの医療費の３割を自

己負担しますが、自立支援医療の対象として認定された場合には、指定医療機関の窓口で原則、医

療費の１割が自己負担となります。

（医療保険が適用にならない治療、投薬、診断書料などの費用は対象外です。） 

◎ 自己負担と月額負担上限額

医療機関の窓口では、原則１割負担ですが、下記の表のとおり、「世帯」の所得等によって、月

額の自己負担上限額が設定される場合があります。 

○自立支援医療制度における「世帯」は、医療保険単位で認定します。（住民票とは異なります。例えば、異

なる医療保険に加入している家族は別「世帯」になります。）

※１・２  非課税世帯で確認する収入額は、受診者本人の収入となります。（受診者が１８歳未満の場合は保 護者

の収入。） 

※３  一定所得以上で、「重度かつ継続」（次ページ参照）に該当する場合には、制度の対象（月額負担 上限

額２万円）となりますが、これは、平成３３年３月末までの経過措置です。 

◎ 月額負担上限額とは

月額負担上限額とは、ある月において、１割の自己負担をしながら、負担合計額がその方の月額

の負担上限額に達した後は、その月は、それ以上の負担をしていただく必要はないというものです。 

０円 

月額 

２，５００円まで 

月額 

５，０００円まで 

１割負担 

（医療保険の自己負担限度額まで） 

市民税非課税世帯 市民税非課税世帯 市民税（所得割） 

生活保護世帯 本人収入８０万円 本人収入８０万円 ３万３千円未満 

以下 ※１ 超 ※２ 

市民税（所得割） 

３万３千円以上 

２３万５千円未満 

市民税（所得割） 

２３万５千円以上 

「重度かつ継続」（次ページ参照）の該当者 

月額 月額 

５，０００円まで １０，０００円 

まで 

月額 

２０，０００円 

まで ※３

一定所得以下 中間所得 一定所得以上 



◎ 「重度かつ継続（高額治療継続者）」とは

「継続的に治療を必要とし、高額の医療費負担が発生する方」と認められると、経済的負担の軽減

のため、月ごとの自己負担額に上限が設けられます。 

１ 医療保険から支給される高額療養費が、「多数該当」（１年間に４回以上高額療養費に該当）している世帯 

２ 主たる精神障害がICD-10（国際疾病分類）において、次の分類に該当する方 

・F0 症状性を含む器質性精神障害（認知症などの脳機能障害）

・F1 精神作用物質使用による精神及び行動の障害（アルコールや薬物による精神障害など）

・F2 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害

・F3 気分障害（躁うつ病、うつ病など）

・G40 てんかん

３ ３年以上の精神医療の経験を有する医師により、以下の症状を示す精神障害のため計画的集中的な通院医療 

（状態の維持、悪化予防のための医療を含む）を継続的に要すると診断された方として、認定を受けた方 

・情動及び行動の障害

・不安及び不穏状態

支給認定申請書 
区福祉保健センターにあります。 

※下記ホームページからダウンロードもできます
http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/shogai/iryo/jiritusieniryou1.html

自立支援医療診断書 かかりつけの医療機関（指定医療機関として指定を受けている医療機 

※ 更新手続の際の診断
書は、２年に１回必要に

関）で書いてもらってください。 
（精神障害者保健福祉手帳と同時に申請する場合は、手帳用の診断書で 

なります。 申請可能な場合があります。） 

個人番号カードもしく

は、番号通知カード 
番号通知カードの場合、ご本人であることを確認するための身元確認書

類の提示が必要となります。 

保険証（写し） 

○国民健康保険の場合

国民健康保険に加入されている家族全員分の保険証（写し）

○国民健康保険以外（健康保険組合、協会けんぽ等）の場合

受診者と被保険者（被用者本人）の保険証（写し）
○生活保護世帯で医療保険に加入していない場合は不要です。

横浜市で課税状況が確認できる場合で、横浜市による確認に同意をいただけ 
課税証明書 る場合には、課税証明書等を省略できます。 
（または非課税証明 ただし、その年（申請月が１月から６月の間は前年）の１月１日現在に横浜 

書） 市に住民登録がなかった場合には、横浜市で確認することができないので、 

転入前の市町村の課税証明書等が必要になります。 

年収がわかるもの 市民税非課税世帯の場合に必要…年金証書、年金振込通知等（写し） 

病院・薬局がわかるもの 診察券・薬局の袋など、名称（薬局は支店名まで）と所在地がわかるも

の（写し）※継続申請で医療機関・薬局が変わらない方は不要 

自立支援医療受給者証 継続時のみ 

印かん 支給認定申請書に押印していただきます。（認め印でかまいません） 

「重度かつ継続（高額治療継続者）」の範囲は以下の１～３のどれかに該当した場合です。 

◎ 申請に必要なもの 平成28年1月から申請手続きにマイナンバー(個人番号)が必要です。

http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/shogai/iryo/jiritusieniryou1.html


利用者 

① 申 請 ② 審 査 横浜市 

④ 受給者証

(及び上限額管理票) 

の提示 

③ 自立支援医療受給者証の

交付（月額負担上限額が設定

されている場合は上限額管理票も

お渡しします。）

指定医療機関 

審査の結果、 該当しない場合

には文書でお知らせします。 

⑤ 自立支援医療の利用

（受給者証に記載された医療機関・薬局等でのみ利用できます。）

有効期間は、原則１年間です。 

有効期間の終了後も引き続き利用するときには、継続の手続きが必要です。 

（有効期間の終了する３か月前から継続の手続きをすることができます。認定から受給者証の

発行までには時間がかかりますので、なるべく１か月前までにお願いします。） 

有効期間を過ぎてしまうと、その間は自立支援医療が受けられなくなりますので、ご注意く

ださい。 

なお、継続申請に関して、事前に横浜市から個別のお知らせすることはありませんので、受

給者証の有効期間をご自分で確認してください。 

自立支援医療制度を行う医療機関は、あらかじめ予定された医療であること、質の高い医療を

確保することなどから、指定制度となっています。 

指定自立支援医療機関として指定された医療機関の中から利用者があらかじめ選択した医療機

関（デイケア・薬局・訪問看護ステーションを含みます。）でのみ、自立支援医療の適用になり

ます。（受給者証に記載されていない医療機関・薬局等では適用になりません。） 

住所、氏名、指定医療機関、加入している医療保険等が変更になるときには、速やかにお住ま

いの区の福祉保健センター窓口へ直接、または横浜市健康福祉局精神通院医療事務処理センター

へ郵送でお届けください。 

◎ 手続きの流れ

※ 申請してから、認定されて受給者証がお手元に届くまで、２か月～２か月半程度かか

りますので、ご了解ください。

◎ 有効期間

◎ 指定医療機関制度

◎ 変更の届け出

【窓口申請】 

お住まいの区の福祉保健
センターへ
【郵送申請】

横浜市健康福祉局精神通
院医療事務処理センターへ 



お住まいの区の福祉保健センター 

区 名 課 名 電 話 番 号 Ｆ Ａ Ｘ 番 号 

青 葉 区 高齢・障害支援課 ９７８－２４５３ ９７８－２４２７ 

旭 区 高齢・障害支援課 ９５４－６１４５ ９５５－２６７５ 

泉 区 高齢・障害支援課 ８００－２４４６ ８００－２５１３ 

磯 子 区 高齢・障害支援課 ７５０－２４５５ ７５０－２５４０ 

神奈川区 高齢・障害支援課 ４１１－７１１５ ３２４－３７０２ 

金 沢 区 高齢・障害支援課 ７８８－７８４８ ７８６－８８７２ 

港 南 区 高齢・障害支援課 ８４７－８４４６ ８４５－９８０９ 

港 北 区 高齢・障害支援課 ５４０－２３７７ ５４０－２３９６ 

栄 区 高齢・障害支援課 ８９４－８４０５ ８９３－３０８３ 

瀬 谷 区 高齢・障害支援課 ３６７－５７５５ ３６４－２３４６ 

都 筑 区 高齢・障害支援課 ９４８－２３４８ ９４８－２３０９ 

鶴 見 区 高齢・障害支援課 ５１０－１８４８ ５１０－１８９７ 

戸 塚 区 高齢・障害支援課 ８６６－８４６５ ８８１－１７５５ 

中 区 高齢・障害支援課 ２２４－８１６６ ２２４－８１５９ 

西 区 高齢・障害支援課 ３２０－８４５０ ２９０－３４２２ 

保土ケ谷区 高齢・障害支援課 ３３４－６３４９ ３３１－６５５０ 

緑 区 高齢・障害支援課 ９３０－２４３４ ９３０－２４３５ 

南 区 高齢・障害支援課 ３４１－１１４２ ３４１－１１４４ 

局 名 課 名 電話番号 ＦＡＸ番号 

健康福祉局 障害企画課 ６７１－２４１５ ６７１－３５６６ 

平成３０年４月版 

連 絡 先 ・ 郵 送 申 請 先 

横浜市健康福祉局精神通院医療・手帳事務処理センター 

〒 2 3 1 - 0 0 1 7  横 浜 市 中 区 港 町 1-1

電 話 （ ０ ４ ５ ） ６ ７ １ － ３ ６ ２ ３

問合せ時間：９時～１７時（土日祝日・年末年始を除く） 





医療 事務処理センターフェイスシート（2019 年 10 月 Ver） 

取扱開始日：    年   月   日 

 
□ 申請種別： 【郵送／区仮受付】【新規・更新・市外転入・変更・       】 
□ 受給者氏名： 【             （通称名：          ）】 
□ 受給者番号： 【             】＊新規等を除く 
□ 担当区： 【       】区   □住登・住答外   □生保：【有：     区・無】 
 
 

＜共 通＞ ＜新 規＞ ＜更 新＞ ＜市外転入＞ 

□ 送付先の指定 

 【有・無】 

 

□ 健康保険証写し 

  □診断書取寄せ 

＜変 更＞  ★前回認定情報 

□  年  月末 

 

□所得区分 

 

□精神手帳 

□前受給者証写 

 

□同意書 

 

□ 

□ 現在の受給者証 

 

□ 変更事項の根拠 

 

□  

□  

 

□  

 

□  

 
 
 
 

・   月   日（   ）    時   分 [記録者：       ] 

                                   
                                   
                                   

・   月   日（   ）    時   分 [記録者：       ] 

                                   
                                   
                                   

・    月   日（   ）    時   分 [記録者：       ] 

                                   
                                   
                                   

※ 経過が裏面にもあるか → 続く ・終わり 

※ 基本の個人情報    ！情報特定に注意を払いましょう！ 

※ 必要書類の確認    ！個々のやり取りは下の経過欄へ！ 

□ 診断書： 必要 ・ 不要 

□ 課税（非課税）証明書：[      年分] 

□ ※非課税世帯→年収の確認／年金等受給の有無 

□ 病院・薬局・デイ・訪看の情報 [変更：有（        ）・無] 

 
※ 対応経過記載欄    ！電話連絡、手紙の連絡、返却など！ 

★誰と何を話してどうなったか、箇条書きで誰にでもわかるように★ 



医療 事務処理センターフェイスシート（2019 年 10 月 Ver） 

 

・   月   日（   ）    時   分 [記録者：       ] 

                                   
                                   
                                   

・   月   日（   ）    時   分 [記録者：       ] 

                                   
                                   
                                   

・    月   日（   ）    時   分 [記録者：       ] 

                                   
                                   
                                   

・   月   日（   ）    時   分 [記録者：       ] 

                                   
                                   
                                   

・   月   日（   ）    時   分 [記録者：       ] 

                                   
                                   
                                   
 

 
□目視点検：担当      ／修正 あり・なし ／日付   年  月  日 

 □読合せ点検：担当      ・     ／修正 あり・なし 

  日付   年  月  日          発送予定日：   年   月   日 

 

                                            

  

                                            

 

★（もう一度）申請書の情報、受給者証の情報／送付先！／は確認しましたか？ 

※ 対応経過記載欄（つづき） 

※ 送付前のダブルチェック  ！ここでミスが防げます。最後の注意を！ 



自立支援医療（精神通院医療）の申請手続きには
マイナンバー（個人番号）が必要です！

　平成28年１月１日より、マイナンバー法の施行及び障害者総合支援法施行規則の改正によ
り自立支援医療（精神通院医療）の手続きではマイナンバーを申請書に記入していただくこと
になりました。申請をする際には、従来の必要書類に加えて以下の１と２の書類が必要です
ので、必ず同封してくださいますよう、お願いします。

必要書類

１、申請者の身元確認書類（Ａ又はＢのいずれかをお送りください。）

Ａ　以下の官公署から発行された写真付きの書類のうち１つの写し

□個人番号カード（表面）

□自動車運転免許証

□パスポート

□写真つき住民基本台帳カード

□在留カード

□身体障害者手帳

□精神障害者保健福祉手帳（写真付き）

※詳しくは裏面をご覧ください

Ｂ　以下の官公署等から発行された書類のうち２つの写し

□健康保険証

□自立支援医療受給者証

□住民基本台帳カード（写真なし）

□生活保護受給者証

□国民年金手帳

※詳しくは裏面をご覧ください

＜郵送用＞

※裏面もご確認ください

２、申請書に個人番号を記入していただいた方の番号確認書類

以下の書類のうち１つの写し

□個人番号カード（裏面）
□番号通知カード

□個人番号が記載された住民票の写し

□住民票記載事項証明書（個人番号を含む証明）



１、身元確認書類の詳細

Ａ

右
表
う
ち
１
種
類
の
写
し

●顔写真付きの身分証明書

□個人番号カード（表面）　　□自動車運転免許証　　□旅券（パスポート）
□住民基本台帳カード（写真付）　　□在留カード　　□一時庇護許可書
□仮滞在許可書　　□特別永住者証明書　　□身体障害者手帳
□精神障害者保健福祉手帳（写真付）　　□療育手帳
□国若しくは地方公共団体の機関が発行した身分証明書（写真付）
□その他国・地方公共団体の機関が発行した免許証、許可証若しくは資格証明書等
（船員手帳、海技免状、小型船舶操縦許可証、猟銃・空気銃所持許可証、戦傷病者手帳、宅

地建物取引主任者証、電気工事士免状、無線従事者免許証、認定電気工事従事者認定証、
特殊電気工事資格者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、運行管理者技能検
定合格証明書、動力車操縦者運転免許証、教習資格認定証、警備業法（昭和47年法律第117
号）第23条４項に規定する合格証明書、運転経歴証明書（平成24年４月１日以後に交付された
ものに限る。））

Ｂ

右
表
の
う
ち
２
種
類
の
写
し

（
必
ず
②
を
1
つ
以
上
含
む
こ
と

）

②

●顔写真なしの身分証明書（公的機関発行）

□被保険者証（国民健康保険証、健康保険、船員保険、後期高齢者医療、介護保険）
□健康保険日雇特例被保険者手帳　　□共済組合員証　　□私立学校教職員共済加入者証
□国民年金手帳　　□国民年金、厚生年金保険若しくは恩給の証書
□住民基本台帳カード（写真なし）　　□請求書に押印した印鑑に係る印鑑登録証明書
□自立支援医療受給者証　　□児童扶養手当証書　　□特別児童扶養手当証書
□１に掲げる書類が更新中の場合に交付される仮証明書や引換証類、生活保護受給者証
□その他これらに準ずる書類
※個人識別事項（「氏名＋住所」又は「氏名＋生年月日」）の記載があるものに限る。

③

●その他証明書等

□学生証　　□法人（国若しくは地方公共団体以外。）が発行した身分証明書（写真付）
□国若しくは地方公共団体の機関が発行した資格証明書（１で掲げる書類を除く。）（写真付）
□その他これらに準ずる書類
※個人識別事項（「氏名＋住所」又は「氏名＋生年月日」）の記載があるものに限る。

ご不明な点は、下記までお問い合わせください。

横浜市健康福祉局精神通院医療・手帳事務処理センター
電話　（０４５）６７１－３６２３

横浜市健康福祉局障害企画課
電話　（０４５）６７１－２４１５



＜要返送＞

※裏面もご確認ください

・在留カード

・身体障害者手帳

・精神障害者保健福祉手帳（写真付き）

※詳しくは裏面をご覧ください

様

□ 様の番号確認書類

以下の書類のうち１つの写し

・個人番号カード（裏面）
・番号通知カード

・個人番号が記載された住民票の写し
・住民票記載事項証明書（個人番号を含む証明）

・健康保険証

・自立支援医療受給者証

・住民基本台帳カード（写真なし）

・生活保護受給者証

・国民年金手帳

※詳しくは裏面をご覧ください

連絡票

・個人番号カード（表面）

・自動車運転免許証

・パスポート

・写真つき住民基本台帳カード

　　平成　　　年　　　月　　　日に提出された 様の自立支援医療（精神通院医療）支
給認定申請に次のマイナンバー（個人番号）に関する書類（チェックしてあるもの）が足りなかったため、
正式に受理できませんでした。
　必ず平成　　　年　　　月　　　日までに同封の返信用封筒で郵送をお願いします。
　提出がなく、申請が受理できない場合は、書類を返却することがあります。

提出期限　　平成　　　年　　　月　　　日

ご提出いただきたい書類

□ 様の身元確認書類（Ａ又はＢのいずれか）

Ａ　以下の官公署から発行された写真付きの書類のうち１つの写し

Ｂ　以下の官公署等から発行された書類のうち２つの写し

ご提出いただけない場合は手続きを進められませんので必ずご提出ください。



Ｂ

右
表
の
う
ち
２
種
類
の
写
し

（
必
ず
②
を
1
つ
以
上
含
む
こ
と

）

ご不明な点は、下記までお問い合わせください。

〒２３１－００１７　　横浜市中区港町１丁目１番地

横浜市健康福祉局精神通院医療・手帳事務処理センター
電話　（０４５）６７１－３６２３

横浜市健康福祉局障害企画課
電話　（０４５）６７１－２４１５

③

●その他証明書等

□学生証　　□法人（国若しくは地方公共団体以外。）が発行した身分証明書（写真付）
□国若しくは地方公共団体の機関が発行した資格証明書（１で掲げる書類を除く。）（写真付）
□その他これらに準ずる書類
※個人識別事項（「氏名＋住所」又は「氏名＋生年月日」）の記載があるものに限る。

１、身元確認書類の詳細

Ａ

右
表
う
ち
１
種
類
の
写
し

●顔写真付きの身分証明書

□個人番号カード（表面）　　□自動車運転免許証　　□旅券（パスポート）
□住民基本台帳カード（写真付）　　□在留カード　　□一時庇護許可書
□仮滞在許可書　　□特別永住者証明書　　□身体障害者手帳
□精神障害者保健福祉手帳（写真付）　　□療育手帳
□国若しくは地方公共団体の機関が発行した身分証明書（写真付）
□その他国・地方公共団体の機関が発行した免許証、許可証若しくは資格証明書等
（船員手帳、海技免状、小型船舶操縦許可証、猟銃・空気銃所持許可証、戦傷病者手帳、宅

地建物取引主任者証、電気工事士免状、無線従事者免許証、認定電気工事従事者認定証、
特殊電気工事資格者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、運行管理者技能検
定合格証明書、動力車操縦者運転免許証、教習資格認定証、警備業法（昭和47年法律第117
号）第23条４項に規定する合格証明書、運転経歴証明書（平成24年４月１日以後に交付された
ものに限る。））

②

●顔写真なしの身分証明書（公的機関発行）

□被保険者証（国民健康保険証、健康保険、船員保険、後期高齢者医療、介護保険）
□健康保険日雇特例被保険者手帳　　□共済組合員証　　□私立学校教職員共済加入者証
□国民年金手帳　　□国民年金、厚生年金保険若しくは恩給の証書
□住民基本台帳カード（写真なし）　　□請求書に押印した印鑑に係る印鑑登録証明書
□自立支援医療受給者証　　□児童扶養手当証書　　□特別児童扶養手当証書
□１に掲げる書類が更新中の場合に交付される仮証明書や引換証類、生活保護受給者証
□その他これらに準ずる書類
※個人識別事項（「氏名＋住所」又は「氏名＋生年月日」）の記載があるものに限る。



- 1 -

委 託 契 約 約 款

（総則） 

第１条 委託者及び受託者は、この約款（契約書を含む。以

下同じ。）に基づき、設計図書（別添の設計書、仕様書、

図面、現場説明書及びこれらの図書に対する質問回答書を

いう。以下同じ。）に従い、日本国の法令を遵守し、この

契約（この約款及び設計図書を内容とする業務の委託契約

をいう。以下同じ。）を履行しなければならない。 

２ 受託者は、契約書記載の契約の履行を履行期間内に全部

完了（設計図書に定めがある場合は、契約の履行の目的物

の引渡しを含む。以下同じ。）し、委託者は、その契約代

金を支払うものとする。 

３ 履行方法その他契約を履行するために必要な一切の手段

については、この約款及び設計図書に特別の定めがある場

合を除き、受託者がその責任において定める。 

４ 受託者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏ら

してはならない。この契約が終了した後も同様とする。 

５ この約款に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解

除は、書面により行わなければならない。 

６ この契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる

言語は、日本語とする。 

７ この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円と

する。 

８ この契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる

計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計

量法（平成４年法律第51号）に定めるものとする。 

９ この約款及び設計図書における期間の定めについては 

民法（明治29年法律第89号）及び商法（明治32年法律第48

号）の定めるところによるものとする。 

10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。 

11 この契約に係る訴訟については、専属管轄を除くほか、

委託者の所在地を管轄する裁判所に行うものとする。 

12 受託者が共同企業体を結成している場合においては、委

託者は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代

表者に対して行うものとし、委託者が当該代表者に対して

行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該共同企業体

のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受

託者は、委託者に対して行うこの契約に基づくすべての行

為について当該代表者を通じて行わなければならない。 

（内訳書及び工程表） 

第２条 受託者は、この契約書を提出する際に設計図書に基

づいて、内訳書を作成し、委託者に提出しなければならな

い。ただし、別添の設計書に内訳を記載することによりこ

れに代えることができる。 

２ 受託者は、この契約締結後５日（横浜市の休日を定める

条例(平成3年12月横浜市条例第54号)第1条第1項に規定す

る本市の休日を除く。）以内に、設計図書に基づいて、工

程表を作成し、委託者に提出しなければならない。ただし、

委託者が必要がないと認めたときは、省略することができ

る。 

３ 内訳書及び工程表は、委託者及び受託者を拘束するもの

ではない。 

（着手届出） 

第３条 受託者は、この契約締結後５日（横浜市の休日を定

める条例(平成3年12月横浜市条例第54号)第1条第1項に規

定する本市の休日を除く。）以内に、契約履行着手届出書

を、委託者に提出しなければならない。ただし、委託者が

必要がないと認めたときは、省略することができる。 

（権利義務の譲渡等の制限） 

第４条 受託者は、この契約により生ずる権利又は義務を第

三者に譲渡し、若しくは継承させ、又はその権利を担保に

供してはならない。ただし、あらかじめ、委託者の承諾を

得た場合は、この限りでない。   

２ 受託者は、契約の履行の目的物並びに材料のうち第11条

第２項の規定による検査に合格したもの及び第32条第４項

の規定による部分払のための確認を受けたものを第三者に

譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供して

はならない。ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場

合は、この限りでない。      

（著作権の譲渡等）      

第５条 受託者は、契約の履行の目的物が著作権法（昭和45

年法律第48号）第２条第１項第１号に規定する著作物（以

下この条において「著作物」という。）に該当する場合に

は、当該著作物に係る受託者の著作権（著作権法第21条か

ら第28条までに規定する権利をいう。）を当該著作物の引

渡時に委託者に無償で譲渡するものとする。ただし、受託

者がこの契約の締結前から権利を有している著作物の著作

権は、受託者に留保するものとし、この著作物を改変、翻

案又は翻訳することにより作成された著作物の著作権は、

当該著作権の引渡時に受託者が当該権利の一部を委託者に

無償で譲渡することにより、委託者と受託者の共有とする

ものとする。     

２ 委託者は、契約の履行の目的物が著作物に該当するとし

ないとにかかわらず、当該契約の履行の目的物の内容を受

託者の承諾なく自由に公表することができ、また、当該契

約の履行の目的物が著作物に該当する場合には、受託者が

承諾したときに限り、既に受託者が当該著作物に表示した

氏名を変更することができる。   

３ 受託者は、契約の履行の目的物が著作物に該当する場合

において、委託者が当該著作物の利用目的の実現のために

その内容を改変しようとするときは、その改変に同意する

ものとする。また、委託者は、契約の履行の目的物が著作

物に該当しない場合には、当該契約の履行の目的物の内容

を受託者の承諾なく自由に改変することができる。      

４ 受託者は、契約の履行の目的物（契約を履行する上で得

られた記録等を含む。）が著作物に該当するとしないとに

かかわらず、委託者が承諾した場合には、当該契約の履行

平成30年12月 
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の目的物を使用又は複製し、また、第１条第４項の規定に

かかわらず当該契約の履行の目的物の内容を公表すること

ができる。    

５ 受託者は、第１項ただし書の規定により共有となった著

作物を第三者に提供する場合においては、あらかじめ、委

託者の承諾を得なければならない。この場合において、承

諾の内容は、委託者と受託者とが協議して定める。                  

６ 委託者は、受託者が契約の履行の目的物の作成に当たっ

て開発したプログラム（著作権法第10条第１項第９号に規

定するプログラムの著作物をいう。）及びデータベース（

著作権法第12条の２に規定するデータベースの著作物をい

う。）について、受託者が承諾した場合には、別に定める

ところにより、当該プログラム及びデータベースを利用す

ることができる。    

７ 受託者は、次条第１項ただし書の規定により第三者に委

任し、又は請け負わせる場合には、前各号に定める規定を

当該第三者が遵守するように必要な措置を講じなければな

らない。  

（一括委任又は一括下請負の禁止） 

第６条 受託者は、契約の履行の全部又は主たる部分を一括

して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただ

し、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りで

ない。 

２ 受託者は、契約の履行において下請負契約を締結した場

合は、下請負人の商号又は名称その他委託者の定める事項

を、すみやかに委託者に通知しなければならない。     

（特許権等の使用）      

第７条 受託者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権そ

の他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利（以下

「特許権等」という。）の対象となっている材料、履行方

法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負

わなければならない。ただし、委託者がその材料、履行方

法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象

である旨の明示がなく、かつ、受託者がその存在を知らな

かったときは、委託者は、受託者がその使用に関して要し

た費用を負担しなければならない。             

（特許権等の発明等）    

第８条 受託者は、契約の履行に当たり、特許権等の対象と

なるべき発明又は考案をした場合には、委託者に通知しな

ければならない。    

２ 前項の場合において、当該特許権等の取得のための手続

及び権利の帰属等に関する詳細については、委託者と受託

者とが協議して定めるものとする。      

（現場責任者等）    

第９条 受託者は、この契約の履行に当たり、現場責任者を

定め、契約締結後５日（横浜市の休日を定める条例(平成3

年12月横浜市条例第54号)第1条第1項に規定する本市の休

日を除く。）以内に、その氏名その他必要な事項を委託者

に通知しなければならない。現場責任者を変更した場合も

同様とする。 

２ 現場責任者は、この契約の履行に関して従事者を指揮監

督するものとする。      

３ 受託者は、この契約の履行の着手前に、契約の履行に従

事する者の氏名その他必要な事項を委託者に通知しなけれ

ばならない。 

（監督員） 

第９条の２ 委託者は、監督員を置いたときは、その氏名を

受託者に通知しなければならない。監督員を変更したと

きも、同様とする。ただし、市長、水道事業管理者又は

交通事業管理者が、それぞれの権限（他の者に委任して

いる場合は、当該受任者の権限を含むものとする。）に属

する契約について特に定めた場合には、その氏名を受託

者に通知しなくてよいものとする。 

２ 監督員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの約

款に基づく委託者の権限とされる事項のうち委託者が必

要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書に定

めるところにより、次に掲げる権限を有する。 

(1) この契約の履行についての受託者又は受託者の現場責

任者に対する指示、承諾又は協議 

(2) この契約の履行の進捗の確認、設計図書の記載内容と

履行内容との照合その他契約の履行状況の調査 

３ 委託者は、２人以上の監督員を置き、前項の権限を分担

させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の

内容を、監督員にこの約款に基づく委託者の権限の一部

を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、

受託者に通知しなければならない。 

４ 委託者が監督員を置いたときは、受託者は、この約款に

定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除について

は、設計図書に定めるものを除き、監督員を経由して行

うものとする。この場合においては、監督員に到達した

日をもって委託者に到達したものとみなす。 

５ 委託者が監督員を置かないときは、この約款に定める監

督員の権限は、委託者に帰属する。 

（履行の報告）   

第10条 受託者は、設計図書に定めるところにより、この契

約の履行について、委託者に報告しなければならない。      

（材料の品質、検査等）      

第11条 受託者は、設計図書に品質が明示されていない材料

については、中等の品質を有するものを使用しなければな

らない。      

２ 受託者は、設計図書において委託者の検査（確認を含む。

以下この条において同じ。）を受けて使用すべきものと指

定された材料については、当該検査に合格したものを使用

しなければならない。この場合において、検査に直接必要

な費用は、受託者の負担とする。    

３ 委託者は、受託者から前項の検査を求められたときは、

当該請求を受けた日から７日以内に、これに応じなければ

ならない。    
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（支給材料及び貸与品）      

第12条 委託者から受託者に支給する材料（以下「支給材料

」という。）及び貸与する機械器具（以下「貸与品」とい

う。）の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び

引渡時期は、設計図書に定めるところによる。   

２ 委託者は、支給材料又は貸与品を受託者の立会いの上、

委託者の負担において、検査して引き渡さなければならな

い。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、

品質、規格又は性能が設計書の定めと異なり、又は使用に

適当でないと認めたときは、受託者は、遅滞なく、その旨

を委託者に通知しなければならない。      

３ 受託者は、材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、当

該引渡しを受けた日から７日以内に、委託者に受領書又は

借用書を提出しなければならない。      

４ 委託者は、受託者から第２項後段の規定による通知を受

けた場合において、必要があると認められるときは、当該

支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸

与品を引き渡し、又は支給材料若しくは貸与品の品名、数

量、品質、規格若しくは性能を変更しなければならない。    

５ 委託者は、前項の規定にかかわらず、受託者に対して、

その理由を明示して、当該支給材料又は貸与品の使用を求

めることができる。      

６ 委託者は、必要があると認めるときは、支給材料又は貸

与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又

は引渡時期を変更することができる。    

７ 委託者は、前３項の場合において、必要があると認めら

れるときは履行期間又は契約代金額を変更し、受託者に損

害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならな

い。    

８ 受託者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意を

もって保管しなければならない。    

９ 受託者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当

該支給材料又は貸与品に第２項の検査により発見すること

が困難であった隠れたかしがあり、使用に適当でないと認

めたときは、直ちに、その旨を委託者に通知しなければな

らない。 

この場合においては、第４項、第５項及び第７項の規定

を準用する。     

10 受託者は、契約の履行の全部の完了、設計図書の変更等

によって不用となった支給材料又は貸与品を、設計図書に

定めるところにより、委託者に返還しなければならない。    

11 受託者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅

失し、若しくはき損し、又はその返還が不可能となったと

きは、委託者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原

状に復し、又は損害を賠償しなければならない。    

12 受託者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に

明示されていないときは、委託者の指示に従わなければな

らない。 

（設計図書に不適合な場合の措置等）    

第13条 受託者は、契約の履行が設計図書に適合しない場合

において、委託者が、再履行その他の措置を請求したとき

は、これに従わなければならない。      

２ 委託者は、前項の不適合が委託者の指示による等委託者

の責めに帰すべき理由による場合であって、必要があると

認められるときは履行期間又は契約代金額を変更し、受託

者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければな

らない。

（条件変更等）   

第14条 受託者は、契約の履行に当たり、次の各号のいずれ

かに該当する事実を発見したときは、直ちに、その旨を委

託者に通知し、その確認を求めなければならない。      

(1) 設計図書の表示が明確でないこと（設計書、図面、仕

様書、現場説明書及びこれらの図書に対する質問回答書

が交互符合しないこと、並びに設計図書に誤り又は漏れ

があることを含む。）。    

(2) 履行場所の形状、地質、湧水等の状態、履行上の制約

等設計図書に示された自然的又は人為的な履行条件と実

際の履行場所の状態が一致しないこと。      

(3) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期

することのできない特別の状態が生じたこと。   

２ 委託者は、前項の確認を求められたとき、又は自ら同項

各号に掲げる事実を発見したときは、受託者の立会いの上、

直ちに、調査を行わなければならない。ただし、受託者が

立会いに応じない場合には、受託者の立会いを得ずに調査

を行うことができる。    

３ 委託者は、前項の規定による調査について、受託者の意

見を聴いた上、当該調査の結果（これに対して執るべき措

置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。）をと

りまとめ、当該調査の終了後14日以内に、受託者に通知し

なければならない。ただし、委託者は、当該期間内に受託

者に通知することができないやむを得ない理由があるとき

は、あらかじめ、受託者の意見を聴いた上、当該期間を延

長することができる。    

４ 前項の調査の結果、第１項各号に掲げる事実が委託者及

び受託者によって確認された場合において、必要があると

認められるときは、次に掲げるところにより、設計図書を

訂正し、又は変更しなければならない。      

(1) 第１項第１号に該当し    委託者が行う。   

、設計図書を訂正する場 

合 

(2) 第１項第２号又は第３ 委託者が行う。      

号に該当し、設計図書を 

変更する場合で、契約の 

履行の内容の変更を伴う 

もの 

(3) 第１項第２号又は第３ 委託者と受託者とが協 

号に該当し、設計図書を  議して行う。 

変更する場合で、契約の
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履行の内容の変更を伴わ 

ないもの 

５ 前項の規定により設計図書の訂正又は変更を行った場合

において、委託者は、必要があると認められるときは履行

期間又は契約代金額を変更し、受託者に損害を及ぼしたと

きは必要な費用を負担しなければならない。     

（設計図書の変更）      

第15条 委託者は、前条第４項に定めるものを除くほか、必

要があると認めるときは、設計図書の変更の内容を受託

者に通知して、設計図書を変更することができる。この

場合において、委託者は、必要があると認められるとき

は履行期間又は契約代金額を変更し、受託者に損害を及

ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 

（代替方法等の提案）    

第16条 受託者は、設計図書等について、技術的又は経済的

に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案した

ときは、委託者に対して、当該発見又は発案に基づき設計

図書等の変更を提案することができる。      

２ 委託者は、前項に規定する受託者の提案を受けた場合に

おいて、必要があると認めるときは、設計図書等の変更を

受託者に通知しなければならない。      

３ 委託者は、前項の規定により設計図書等が変更された場

合において、必要があると認められるときは、履行期間又

は契約代金額を変更しなければならない。    

（契約の履行の一時中止）    

第17条 履行場所等の確保ができない等のため又は暴風、豪

雨、洪水、高潮、地震、地滑り、落盤、火災その他の自然

的若しくは人為的な事象（以下「天災等」という。）であ

って受託者の責めに帰すことができないものにより、契約

の履行の目的物等に損害を生じ、若しくは履行場所の状態

が変動したため、受託者が契約を履行できないと認められ

るときは、委託者は、契約の履行の一時中止の内容を直ち

に受託者に通知して、契約の履行の全部又は一部を一時中

止させなければならない。    

２ 委託者は、前項に定めるものを除くほか、必要があると

認めるときは、契約の履行の全部又は一部を一時中止させ

ることができる。    

３ 委託者は、前２項の規定により契約の履行を一時中止さ

せた場合において、必要があると認められるときは履行期

間又は契約代金額を変更し、受託者が契約の履行の続行に

備え履行場所を維持し、又は従事者、機械器具等を保持す

るための費用等の契約の履行の一時中止に伴う増加費用を

必要としたときその他受託者に損害を及ぼしたときは必要

な費用を負担しなければならない。 

（履行期間の延長） 

第18条 受託者は、その責めに帰すことができない理由によ

り履行期間内に業務を完了することができないときは、そ

の理由を明示した書面により、委託者に履行期間の延長を

請求することができる。 

２ 委託者は、前項の規定による請求があった場合において、

必要があると認められるときは、履行期間を延長しなけれ

ばならない。委託者は、その履行期間の延長が委託者の責

めに帰すべき理由による場合においては、契約代金額につ

いて必要と認められる変更を行い、又は受託者に損害を及

ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。    

（履行期間の短縮等）    

第19条 委託者は、特別の理由により履行期間を短縮する必

要があるときは、受託者に対して、履行期間の短縮を求め

ることができる。    

２ 委託者は、この約款の他の条項の規定により履行期間を

延長すべき場合において、特別の理由があるときは、延長

する履行期間について、受託者に通常必要とされる履行期

間に満たない履行期間への変更を請求することができる。    

３ 前２項の場合において、委託者は、必要があると認めら

れるときは契約代金額を変更し、受託者に損害を及ぼした

ときは、必要な費用を負担しなければならない。 

（履行期間の変更の方法）    

第20条 第12条第７項（同条第９項後段において準用する場

合を含む。）、第13条第２項、第14条第５項、第15条、第16

条第３項、第17条第３項、第18条第２項又は前条第１項若

しくは第２項の規定による履行期間の変更については、委

託者と受託者とが協議して定める。ただし、当該協議の開

始の日から14日以内に当該協議が成立しない場合には、委

託者は、履行期間を変更し、受託者に通知するものとする。 

２ 前項の協議の開始の日については、委託者が受託者の意

見を聴いて定め、受託者に通知する。 

（契約代金額等の変更の方法） 

第21条 第12条第７項（同条第９項後段において準用する場

合を含む。）、第13条第２項、第14条第５項、第15条、第16

条第３項、第17条第３項、第18条第２項又は第19条第３項

の規定による契約代金額の変更については、契約締結時の

価格を基礎として、委託者と受託者とが協議して定める。

ただし、協議開始の日から21日以内に当該協議が成立しな

い場合には、委託者は、契約代金額を変更し、受託者に通

知するものとする。      

２ 前項の協議の開始の日については、委託者が受託者の意

見を聴いて定め、受託者に通知するものとする。    

３ 第12条第７項（同条第９項後段において準用する場合を

含む。）、第13条第２項、第14条第５項、第15条、第17条第

３項、第18条第２項、第19条第３項、第23条第４項、第24

条ただし書又は第30条第３項の規定により委託者が負担す

る費用の額については、委託者と受託者とが協議して定め

る。      

（賃金又は物価の変動に基づく契約代金額の変更）      

第22条 委託者又は受託者は、契約期間内で委託契約締結の

日から12月を経過した後に、日本国内における賃金水準又

は物価水準の変動により契約代金額が不適当となったと認

めたときは、相手方に対して契約代金額の変更を請求する
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ことができる。 

２ 委託者又は受託者は、前項の規定による請求があったと

きは、変動前委託代金額（契約代金額から当該請求時の履

行済部分に相応する委託代金額を控除した額をいう。以下

この条において同じ。）と変動後委託代金額（変動後の賃

金又は物価を基礎として算出した変動前委託代金額に相応

する額をいう。以下この条において同じ。）との差額のう

ち、変動前委託代金額の1,000分の15を超える額につき、

契約代金額の変更に応じなければならない。 

３ 変動前委託代金額及び変動後委託代金額は、請求のあっ

た日を基準とし、物価指数等に基づき委託者と受託者が協

議して定める。ただし、当該協議の開始の日から21日以内

に当該協議が成立しない場合には、委託者は、変動前委託

代金額及び変動後委託代金額を定め、受託者に通知する。 

４ 第１項の規定による請求は、この条の規定により契約代

金額の変更を行った後、再度行うことができる。この場合

においては、同項中「委託契約締結の日」とあるのは、「

直前のこの条に基づく契約代金額変更の基準とした日」と

読み替えるものとする 

５ 特別な要因により履行期間内に主要な材料の日本国内に

おける価格に著しい変動を生じ、契約代金額が不適当とな

ったときは、委託者又は受託者は、契約代金額の変更を求

めることができる。                     

６ 予期することのできない特別の事情により、履行期間内

に日本国内において急激なインフレーション又はデフレー

ションを生じ、契約代金額が著しく不適当となったときは、

委託者又は受託者は、前項の規定にかかわらず、契約代金

額の変更を求めることができる。                       

７ 前２項の規定による請求があった場合において、当該契

約代金額の変更については、委託者と受託者とが協議して

定める。ただし、当該協議の開始の日から21日以内に当該

協議が成立しない場合には、委託者は、契約代金額を変更

し、受託者に通知するものとする。                                 

８ 前項の協議の開始の日については、委託者が受託者の意

見を聴いて定め、受託者に通知する。                        

（臨機の措置）                                

第23条 受託者は、災害防止等のため必要があると認めると

きは、臨機の措置を執らなければならない。この場合にお

いて、必要があると認めるときは、受託者は、あらかじめ、

委託者の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむ

を得ない事情があるときは、この限りでない。                 

２ 受託者は、前項の場合においては、その執った措置の内

容について委託者に直ちに通知しなければならない。           

３ 委託者は、災害の防止その他契約の履行上特に必要があ

ると認めるときは、受託者に対して臨機の措置を執ること

を請求することができる。                             

４ 受託者が第１項又は前項の規定により臨機の措置を執っ

た場合は、当該措置に要した費用のうち、受託者が契約代

金額の範囲内において負担することが適当でないと認めら

れる部分については、委託者がこれを負担する。                 

（一般的損害）                               

第24条 契約の履行について生じた損害（次条第１項又は第

２項に規定する損害を除く。）は、受託者の負担とする。

ただし、当該損害のうち委託者の責めに帰すべき理由によ

り生じたもの（設計図書に定めるところにより付された保

険によりてん補された部分を除く。）については、委託者

がこれを負担しなければならない。                        

（第三者に及ぼした損害）                        

第25条 契約の履行について第三者に損害を及ぼしたときは、

次項に定める場合を除き、受託者がその損害を賠償しなけ

ればならない。ただし、その損害のうち委託者の責めに帰

すべき理由により生じたもの（設計図書に定めるところに

より付された保険によりてん補された部分を除く。）につ

いては、委託者がこれを負担しなければならない。ただし、

受託者がその材料又は指示が不適当であることを知りなが

らこれを通知しなかったときは、この限りでない。               

２ 契約の履行に伴い通常避けることができない騒音、振動、

地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害（設

計図書に定めるところにより付された保険によりてん補さ

れた部分を除く。）を及ぼしたときは、委託者がその損害

を負担しなければならない。ただし、その損害のうち契約

の履行につき受託者が善良な管理者の注意義務を怠ったこ

とにより生じたものについては、受託者がこれを負担しな

ければならない。                                    

３ 前２項の場合その他契約の履行について第三者との間に

紛争を生じた場合においては、委託者と受託者とが協議し

てその処理解決にあたるものとする。                         

（契約代金額の変更に代える設計図書の変更）          

第26条 委託者は、第12条第７項（同条第９項後段において

準用する場合を含む。）、第13条第２項、第14条第５項、第

15条、第16条第３項、第17条第３項、第18条第２項、第19

条第３項、第22条第１項、第５項若しくは第６項、第23条

第４項、第24条又は第30条第３項の規定により契約代金額

を変更すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特

別の理由があるときは、変更すべき契約代金額又は負担す

べき費用の全部又は一部に代えて設計図書を変更すること

ができる。この場合において、設計図書の変更の内容は、

委託者と受託者とが協議して定める。ただし、協議開始の

日から21日以内に当該協議が成立しない場合には、委託者

は、設計図書の変更の内容を定め、受託者に通知するもの

とする。                              

２ 前項の協議の開始の日については、委託者が受託者の意

見を聴いて定め、受託者に通知する。                        

（中間検査）                                 

第27条 受託者は、契約の履行に関し、委託者が必要と認め

るときは、契約の履行の完了前に、受託者の立会いの上、

委託者の検査を受けなければならない。この場合において、

検査に直接必要な費用は、受託者の負担とする。ただし、
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委託者の故意又は過失により、過分の費用を要した分につ

いては、委託者がこれを負担しなければならない。                              

２ 中間検査の実施の期日及び場所は、委託者と受託者とが

協議して定める。                                       

３ 受託者は、中間検査の期日までに、当該検査に係る準備

を完了しなければならない。                        

４ 受託者は、正当な理由なく中間検査に立ち会わなかった

ときは、中間検査の結果について異議を申し出ることがで

きない。                                     

（完了検査）                                 

第28条 受託者は、契約の履行の全部が完了したときは、遅

滞なく、その旨を委託者に通知しなければならない。          

２ 委託者は、前項の規定による通知を受けたときは、その

日から起算して10日以内に、受託者の立会いの上、契約の

履行の全部の完了を確認するための検査を完了しなければ

ならない。この場合において、検査に直接必要な費用は、

受託者の負担とする。ただし、委託者の故意又は過失によ

り、過分の費用を要した分については、委託者がこれを負

担しなければならない。                                       

３ 受託者は、契約の履行の内容が前項の規定による検査に

合格しないときは、直ちに、必要な措置を執った上、委託

者の検査を受けなければならない。この場合においては、

必要な措置の完了を契約の履行の全部の完了とみなして前

２項の規定を適用する。                              

（契約代金の支払）                            

第29条 受託者は、前条第２項（同条第３項後段の規定によ

り適用される場合を含む。第３項において同じ。）の規定

による検査に合格したときは、委託者に契約代金の支払を

請求することができる。      

２ 委託者は、前項の規定による請求を受けたときは、その

日から起算して30日以内に契約代金を支払わなければなら

ない。                                       

３ 委託者がその責めに帰すべき理由により前条第２項に規

定する期間内に検査をしないときは、その期限を経過した

日から検査をした日までの日数は、前項の期間（以下この

項において「約定期間」という。）の日数から差し引くも

のとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の

日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の

日数を超えた日において満了したものとみなす。 

（消費税等率変動に伴う契約代金額の変更） 

第29条の２ 消費税法（昭和63年法律第108号）等の改正等

によって消費税等率に変動が生じた場合は、特段の変更手

続を行うことなく、相当額を加減したものを契約代金額と

する。ただし、国が定める経過措置等が適用され、消費税

等額に変動が生じない場合には、当該経過措置等の取扱い

に従うものとする。                     

（完了検査前の使用）                           

第30条 委託者は、第28条第２項の規定による検査前におい

ても、契約の履行の目的物の全部又は一部を受託者の承諾

を得て使用することができる。                         

２ 前項の場合においては、委託者は、その使用部分を善良

な管理者の注意をもって使用しなければならない。         

３ 委託者は、第１項の規定による使用により受託者に損害

を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。      

（前金払）                                  

第31条 受託者は、別に定めるところにより、前払金の支払

を委託者に請求することができる。                      

（部分払及び部分検査）                         

第32条 受託者は、契約の履行の全部の完了前に、履行済部

分に相応する契約代金額について、次項以下に定めるとこ

ろにより、委託者に対して、部分払を請求することができ

る。    

２ 部分払の回数及び時期は、あらかじめ委託者の指定する

ところによる。                                 

３ 受託者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじ

め、当該請求に係る契約の履行の完了部分の確認を委託者

に請求しなければならない。                           

４ 委託者は、前項の規定による確認の請求があったときは、

当該請求を受けた日から起算して10日以内に、受託者の立

会いの上、設計図書に定めるところにより、当該確認をす

るための検査を行わなければならない。この場合において、

検査に直接必要な費用は、受託者の負担とする。ただし、

委託者の故意又は過失により、過分の費用を要した分につ

いては、委託者が負担しなければならない。                       

５ 受託者は、契約の履行の内容が前項の規定による検査に

合格しないときは、直ちに、必要な措置を執った上、委託

者の検査を受けなければならない。この場合においては、

必要な措置の完了を契約の履行の全部の完了とみなして前

２項の規定を適用する。                              

６ 受託者は、第４項の規定による検査に合格したときは、

委託者に部分払を請求することができる。この場合におい

て、委託者は、当該請求があった日から起算して30日以内

に部分払金を支払わなければならない。                       

（部分払金の不払に対する契約の履行の中止）           

第33条  受託者は、委託者が前条の規定に基づく支払を遅延

し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわら

ず支払をしないときは、契約の履行の全部又は一部の履行

を一時中止することができる。この場合においては、受託

者は、直ちにその旨を委託者に通知しなければならない。              

２ 委託者は、前項の規定により受託者が契約の履行を中止

した場合において、必要があると認められるときは履行期

間若しくは契約代金額を変更し、又は受託者が契約の履行

の続行に備え履行場所を維持し若しくは従事者、機械器具

等を保持するための費用その他の契約の履行の一時中止に

伴う増加費用を必要とし若しくは受託者に損害を及ぼした

ときは必要な費用を負担しなければならない。                     

（かし担保）                                 

第34条 委託者は、契約の履行の目的物にかしがあるときは、
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受託者に対して当該かしの修補又は当該修補に代え、若し

くは当該修補とともに損害の賠償を求めることができる。

ただし、当該かしが重要でなく、かつ、当該修補に過分の

費用を要するときは、委託者は、当該修補を求めることが

できない。 

２ 前項の規定によるかしの修補又は損害賠償の請求は、契

約の履行の目的物の引渡しの日から１年以内に行わなけれ

ばならない。ただし、当該かしが受託者の故意又は重大な

過失により生じた場合には、当該請求を行うことのできる

期間は、10年とする。                             

３ 前項の規定にかかわらず、かし担保期間について設計図

書で別段の定めをした場合は、その図書の定めるところに

よる。                                    

４ 委託者は、契約の履行の目的物が第１項のかしにより滅

失し、又はき損したときは、前２項に定める期間内で、か

つ、委託者がその滅失又はき損の事実を知った日から６箇

月以内に第１項の権利を行使しなければならない。            

５ 第１項の規定は、契約の履行の目的物のかしが支給材料

の性質又は委託者の指示により生じたものであるときは、

これを適用しない。ただし、受託者がその材料又は指示が

不適当であることを知りながらこれを通知しなかったとき

は、この限りでない。                                

（履行遅延の場合における損害金等）                

第35条 受託者の責めに帰すべき理由により履行期間内に契

約の履行の全部を完了することができない場合においては、

委託者は、損害金の支払を受託者に請求することができる。       

２ 前項の損害金の額は、契約代金額に、遅延日数に応じ、

年５パーセントを乗じて計算した額（計算して求めた額の

全額が 100円未満であるときは全額を、 100円未満の端数

があるときはその端数を切り捨てるものとする。）とする。

この場合において、委託者が認めた履行済部分に相応する

契約代金額は控除するものとする。ただし、全部の履行が

なされなければ契約の目的が達せられないときは、この限

りでない。なお、遅延日数は、委託者の責めに帰すべき理

由による日数を控除したものとする。また、地方自治法（

昭和22年法律第67号）第234条の３に基づく長期継続契約

においては、この条における契約代金額を、履行期間の始

期から履行期間の満了までの契約代金の総額（以下｢契約

代金の総額｣という。）と読み替える。 

３ 委託者の責めに帰すべき理由により、第29条又は第32条

の規定による契約代金の支払が遅れた場合においては、受

託者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、契約日にお

ける、政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和24年

法律第256号）第８条第１項の規定に基づき財務大臣が決

定する率を乗じて計算した額（計算して求めた額の全額が 

100円未満であるときは全額を、 100円未満の端数がある

ときはその端数を切り捨てるものとする。）の遅延利息の

支払を委託者に請求することができる。 

（談合等不正行為に対する措置） 

第35条の２ 受託者は、この契約に関して、次の各号のいず

れかに該当するときは、該当した時点における契約代金額

の10分の２に相当する額を損害賠償金として委託者の指定

する期間内に支払わなければならない。ただし、地方自治

法第234条の３に基づく長期継続契約においては、この条

における契約代金額を、契約代金の総額と読み替える。 

(1) 受託者又は受託者を構成事業者とする私的独占の禁止

及び公正取引の確保に関する法律（昭和22年法律第54号。

以下「独占禁止法」という。）第２条第２項の事業者団

体（以下「受託者等」という。）が、この契約について

独占禁止法第３条又は第８条第１号の規定に違反したと

して、受託者等に対する独占禁止法第７条若しくは第８

条の２の規定に基づく排除措置命令（以下「排除措置命

令」という。）又は独占禁止法第７条の２第１項（独占

禁止法第８条の３において準用する場合を含む。）の規

定に基づく課徴金の納付命令（以下「納付命令」という。

）が確定したとき（確定した納付命令が独占禁止法第63

条第２項の規定により取り消されたときを含む。）。 

(2) 前号に掲げるもののほか、確定した排除措置命令又は

納付命令（独占禁止法第63条第２項の規定により取り消

されたものを含む。次号において同じ。）により、受託

者等が、この契約について独占禁止法第３条又は第８条

第１号の規定に違反する行為があったとされたとき。 

(3) 確定した排除措置命令又は納付命令により、受託者等

に独占禁止法第３条又は第８条第１号の規定に違反する

行為があったとされた期間及び当該行為の対象となった

取引分野が示された場合（この契約が示された場合を除

く。）において、当該期間にこの契約の入札（見積書の

提出を含む。）が行われたものであり、かつ、この契約

が当該取引分野に該当するものであるとき。 

(4) 受託者（法人にあっては、その役員又は使用人を含む。

）の刑法（明治40年法律第45号）第96条の６又は独占禁

止法第89条第１項若しくは第95条第１項第１号に規定す

る刑が確定したとき。 

２ 前項の規定は、この契約による業務が完了した後におい

ても同様とする。 

３ 第１項に規定する場合において、受託者が共同企業体で

あり、既に解散しているときは、委託者は、受託者の代表

者であった者又は構成員であった者に賠償金を請求するこ

とができる。この場合において、受託者の代表者であった

者及び構成員であった者は、連帯して当該賠償金を支払わ

なければならない。                                  

（委託者の解除権）                               

第36条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当する

ときは、この契約を解除することができる。                

 (1) 正当な理由なく、契約の履行に着手すべき期日を過ぎ

ても着手しないとき。                        

 (2) その責めに帰すべき理由により履行期間内に契約の履

行の全部を完了しないとき又は履行期間経過後相当の期



 - 8 - 

間内に契約の履行の全部を完了する見込みが明らかにな

いと認められるとき。                        

 (3) 第９条に規定する現場責任者を設置しなかったとき。 

 (4) 契約の履行に当たって法令の規定により必要な許可又

は認可等を失ったとき。                      

 (5) 前４号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その

違反によりこの契約の目的を達することができないと認

められるとき。                            

 (6) 経営状態が悪化し、又はそのおそれがあると認められ

る相当の理由があるとき。                     

 (7) 第38条第１項の規定によらないでこの契約の解除を申

し出たとき。 

（契約が解除された場合等の違約金） 

第36条の２ 次の各号のいずれかに該当する場合においては、

受託者は、契約代金額の10分の１に相当する額を違約

金として委託者の指定する期間内に支払わなければな

らない。ただし、地方自治法第234条の３に基づく長期

継続契約においては、この条における契約代金額を、

契約代金の総額と読み替える。  

  (1) 前条の規定によりこの契約が解除された場合 

  (2) 受託者がその債務の履行を拒否し、又は、受託者の責

めに帰すべき事由によって受託者の債務について履行

不能となった場合 

２ 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項

第２号に該当する場合とみなす。 

  (1) 受託者について破産法（平成16年法律第75号）の規定

による破産手続開始の決定があった場合において、同

法の規定により選任された破産管財人 

  (2) 受託者について会社更生法（平成14年法律第154号）

の規定による更生手続開始の決定があった場合におい

て、同法の規定により選任された管財人 

  (3) 受託者について民事再生法（平成11年法律第225号）

の規定による再生手続開始の決定があった場合におい

て、同法の規定により選任された再生債務者等    

第36条の３ 委託者は、この契約に関して、受託者が第35条

の２第１項に該当する場合は、この契約を解除することが

できる。 

第36条の４ 委託者は、神奈川県警察本部長からの通知又

は回答により、受託者が次の各号のいずれかに該当する

ときは、この契約を解除することができる。 

(1) 横浜市暴力団排除条例（平成23年12月横浜市条例第

51号。以下、本条において、「条例」という。）第２条

第２号に規定する暴力団（以下、「暴力団」という。）、

条例第２条第４号に規定する暴力団員等（以下、「暴力

団員等」という。）、条例第２条第５号に規定する暴力

団経営支配法人等又は条例第７条に規定する暴力団員

等と密接な関係を有すると認められる者であるとき。 

(2) 神奈川県暴力団排除条例（平成22年神奈川県条例第

75号）第23条第１項又は第２項に違反している事実が

あるとき。 

(3) 受託者が、この契約に関して、下請負契約又は資材、

原材料の購入契約その他の契約にあたり、その相手方

が第１号又は第２号のいずれかに該当することを知り

ながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 

(4) 受託者が、この契約に関して、第１号又は第２号の

いずれかに該当する者を下請負契約又は資材、原材料

の購入契約その他の契約の相手方としていた場合（第

３号に該当する場合を除く。）に、委託者が受託者に対

して当該契約の解除を求め、受託者がこれに従わなか

ったとき。 

２ 受託者が共同企業体の場合にあっては、前項の規定は

その構成員が同項各号のいずれかに該当した場合に適用

する。 

３ 第１項の規定により、委託者が契約を解除した場合に

おいては、受託者は、契約代金額の10分の１に相当する

額を違約金として委託者の指定する期間内に支払わなけ

ればならない。ただし、地方自治法第234条の３に基づく

長期継続契約においては、この条における契約代金額を、

契約代金の総額と読み替える。 

４ 前項の場合において、受託者が共同企業体であるとき

は、構成員は、連帯して委託者に支払わなければならな

い。 

第37条 委託者は、契約の履行が完了しない間は、第36条、

第36条の３及び前条第１項に規定する場合のほか、必要が

あるときは、この契約を解除することができる。                           

２ 委託者は、前項の規定によりこの契約を解除したことに

より受託者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しな

ければならない。                                  

（受託者の解除権）                               

第38条 受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、

この契約を解除することができる。                   

 (1) 第15条の規定により設計図書を変更したため契約代金

額が３分の２以上増減（消費税等率の変動に伴う金額の

増減は含まない。）したとき。                

 (2) 第17条の規定によるこの契約の履行の中止が履行期間

の10分の５（履行期間の10分の５が６月を超えるときは、

６月）を超えたとき。ただし、中止が契約の履行の一部

のみの場合は、その一部を除いた他の部分の契約の履行

が完了した後３月を経過しても、なおその中止が解除さ

れないとき。                            

 (3) 委託者がこの契約に違反し、その違反によってこの契

約の履行が不可能となったとき。                   

２ 受託者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合に

おいて、損害があるときは、その損害の賠償を委託者に請

求することができる。                               

（解除に伴う措置）                            

第39条 委託者は、第36条から第38条までの規定によりこの

契約が解除された場合においては、契約の履行の完了部分
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を検査の上、当該検査に合格した部分に相応する契約代金

を受託者に支払わなければならない。この場合において、

検査に直接要する費用は、受託者の負担とする。              

２ 前項の場合において、第31条の規定による前金払があっ

たときは、当該前払金の額（第32条の規定による部分払を

しているときは、その部分払において償却した前払金の額

を控除した額）を前項の契約の履行の完了部分に相応する

契約代金額から控除する。この場合において、受託者は、

支払済みの前払金になお余剰があるときは、次の各号に定

めるところにより、その余剰金を委託者に返還しなければ

ならない。    

(1) 解除が第36条、第   当該余剰金に、前払金の支  

36条の３及び第36条  払の日から返還の日までの日 

の４の規定に基づく     数に応じ、契約日における、 

とき。 政府契約の支払遅延防止等に

関する法律（昭和 24 年法律第

256 号）第８条第１項の規定に

基づき財務大臣が決定する率

を乗じて計算した額（計算し

て求めた額の全額が 100 円未

満であるときは全額を、100 円

未満の端数があるときはその

端数を切り捨てるものとす

る。）の利息を付した額    

(2) 解除が前２条の 当該余剰額 

規定に基づくとき。  

３ 受託者は、この契約が解除になった場合において、支給

材料があるときは、第１項の契約の履行の完了部分の検査

に合格した部分に使用されているものを除き、委託者に返

還しなければならない。この場合において、当該支給材料

が受託者の故意又は過失により滅失し、若しくはき損した

とき、その返還が不可能となったとき、又は契約の履行の

完了部分の検査に合格しなかった部分に使用されていると

きは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返

還に代えてその損害を賠償しなければならない。        

４ 受託者は、この契約が解除になった場合において、貸与

品があるときは、当該貸与品を委託者に返還しなければな

らない。この場合において、当該貸与品が受託者の故意又

は過失により滅失し、若しくはき損したとき、又はその返

還が不可能となったときは、代品を納め、若しくは原状に

復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなけれ

ばならない。 

５ 受託者は、この契約が解除になった場合において、履行

場所に受託者が所有し、又は管理する材料、機械器具その

他の物件（下請負人が所有し、又は管理するこれらの物件

及び前２項の材料又は貸与品のうち委託者に返還しないも

のを含む。）があるときは、受託者は、当該物件を撤去す

るとともに、当該履行場所を修復し、取り片付けて、委託

者に明け渡さなければならない。       

６ 前項の場合において、受託者が正当な理由なく、相当の

期間内に当該物件を撤去せず、又は履行場所等の修復若し

くは取片付けを行わないときは、委託者は、受託者に代わ

って当該物件を処分し、履行場所等の修復若しくは取片付

けを行うことができる。この場合においては、受託者は、

委託者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申

し出ることができず、また、委託者の処分又は修復若しく

は取片付けに要した費用を負担しなければならない。    

７ 第３項前段又は第４項前段の規定により受託者が支給材

料又は貸与品を返還する場合の期限、方法等については、

次の各号に定めるところによる。    

(1) 解除が第36条、第     委託者が定める。 

36条の２及び第36条 

の３の規定に基づく 

とき。 

(2) 解除が前２条の規      受託者が委託者の意見を聴 

 定に基づくとき。    いて定める。 

８ 第３項後段、第４項後段及び第５項の規定により受託者

が執るべき措置の期限、方法等については、委託者が受託

者の意見を聴いて定めるものとする。 

（暴力団等からの不当介入の排除） 

第40条 受託者は、契約の履行に当たって、暴力団又は暴力

団員等からの不当介入を受けた場合は、遅滞なく委託者に

報告するとともに所轄の警察署に通報し、捜査上の必要な

協力をしなければならない。 

２ 受託者は、前項の不当介入を受けたことにより、履行期

間に遅れが生じるおそれがある場合は、委託者と履行期間

に関する協議を行わなければならない。その結果、履行期

間に遅れが生じると認められたときは、第18条の規定によ

り、委託者に履行期間延長の請求を行うものとする。 

３ 受託者は、契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員

等からの不当介入による被害を受けた場合には、その旨を

直ちに委託者に報告するとともに、被害届を速やかに所轄

の警察署に提出しなければならない。 

４ 受託者は、前項の被害により履行期間に遅れが生じるお

それがある場合は、委託者と履行期間に関する協議を行わ

なければならない。その結果、履行期間に遅れが生じると

認められたときは、第18条の規定により、委託者に履行期

間延長の請求を行うものとする。    

（相殺）      

第41条 委託者は、この契約に基づいて委託者が負う債務を

この契約又は他の契約に基づいて受託者が負う債務と相殺

することができる。 

（概算契約） 

第42条 この契約書に概算契約である旨の記載がある契約（

以下この条において「概算契約」という。）にあっては、

設計図書記載の数量及び契約書記載の契約代金額は概算で

あり、増減することがある。この場合にあっては、本市が

支払う金額は、履行期間内の実際の履行数量に契約書又は
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内訳書に記載した単価を乗じた金額に消費税及び地方消費

税相当額を加算した額とする。 

２ 概算契約においては、第35条中「契約代金額」は「履行

期間内の実際の履行数量に契約書又は内訳書に記載した単

価を乗じた金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した

額」と読み替える。 

（補則） 

第43条 この約款に定めのない事項については、横浜市契約

規則（昭和39年３月横浜市規則第59号)(水道事業管理者の

権限に属する契約にあっては「横浜市水道局契約規程（平

成20年３月水道局規程第７号）第２条の規定により読み替

えて準用する横浜市契約規則」と、交通事業管理者の権限

に属する契約にあっては「横浜市交通局契約規程（平成20

年３月交通局規程第11号）第２条の規定により読み替えて

準用する横浜市契約規則」と読み替えるものとする。）の

定めるところによるほか、必要に応じて、委託者と受託者

とが協議して定める。    



電子計算機処理等の契約に関する情報取扱特記事項 

（情報を取り扱う際の基本的事項） 

第１条 この特記事項（以下「特記事項」という。）は、委託契約約款

（以下「約款」という。）の特記条項として、電子計算機処理等（開発、

運用、保守及びデータ処理等をいう。）の委託契約に関する横浜市(以

下「委託者」という。)が保有する情報（非開示情報（横浜市の保有する

情報の公開に関する条例（平成12年２月横浜市条例第１号）第７条第

２項に規定する非開示情報をいう。以下同じ。）及び非開示情報以外

の情報をいう。以下同じ。）の取扱いについて、必要な事項を定めるも

のである。 

２ 情報を電子計算機処理等により取り扱う者（以下「受託者」という。）

は、情報の保護の重要性を認識し、この契約による業務を遂行するた

めの情報の取扱いにあたっては、委託者の業務に支障が生じることの

ないよう、情報を適正に取り扱わなければならない。 

（適正な管理） 

第２条 受託者は、この契約による業務に係る情報の漏えい、滅失、き

損及び改ざんの防止その他の情報の適正な管理のために必要な措

置を講じなければならない。 

２ 受託者は情報の取扱いに関する規定類を整備するとともに、情報の

適正な管理を実施する者として管理責任者を選定し、委託者に通知し

なければならない。 

３ 受託者は、第１項の目的を達成するため、電子計算機を設置する場

所、情報を保管する場所その他の情報を取り扱う場所（以下「作業場

所」という。）において、入退室の規制、防災防犯対策その他の安全対

策を講じなければならない。 

４ 受託者は、委託業務に着手する前に前２項に定める安全対策及び

管理責任体制について委託者に報告しなければならない。 

５ 受託者は、第２項及び第３項に定める受託者の安全対策及び管理

責任体制に関し、委託者が理由を示して異議を申し出た場合には、こ

れらの措置を変更しなければならない。なお、措置の変更に伴い経費

が必要となった場合は、その費用負担について委託者と受託者とが協

議して決定する。 

（従事者の監督） 

第３条 受託者は、この契約による業務に従事している者（以下「従事

者」という。）に対し、この契約による業務に関して知り得た非開示情報

をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用しないよう、必要か

つ適切な監督を行わなければならない。この契約が終了し、又は解除

された後においても同様とする。 

（収集の制限） 

第４条 受託者は、この契約による業務を遂行するために情報を収集す

るときは、当該業務を遂行するために必要な範囲内で、適正かつ公

正な手段により収集しなければならない。 

（目的外利用の禁止等） 

第５条 受託者は、書面による委託者の指示又は承諾があるときを除

き、この契約による業務に係る情報を、当該業務を遂行する目的以外

の目的で利用してはならない。 

（複写、複製の禁止） 

第６条 受託者は、あらかじめ委託者の指示又は承諾があった場合を除

き、この契約による業務を遂行するに当たって委託者から提供された、

非開示情報が記録された、文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記

録（以下、「非開示資料等」という。）を複写し、又は複製してはならな

い。ただし、契約による業務を効率的に処理するため受託者の管理下

において使用する場合は、この限りでない。 

２ 前項ただし書の場合は、受託者は、複写又は複製した資料の名称、

数量、その他委託者が指定する項目について、速やかに委託者に報

告しなければならない。 

（作業場所の外への持出禁止） 

第７条 受託者は、書面による委託者の指示又は承諾があるときを除

き、この契約による業務を遂行するために委託者から貸与され、又は

受託者が収集し、複製し、若しくは作成した非開示資料等を作業場所

の外へ持ち出してはならない。 

（再委託の禁止等） 

第８条 受託者は、この契約による業務を遂行するために得た非開示情

報を自ら取り扱うものとし、第三者に取り扱わせてはならない。ただし、

あらかじめ、委託者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。 

２ 受託者は、前項ただし書の規定により非開示情報を取り扱う業務を

再委託する場合は、当該再委託を受けた者（以下「再受託者」という。）

の当該業務に関する行為について、委託者に対しすべての責任を負

うとともに、第１条第２項に定める基本的な情報の取扱いを再受託者に

対して課し、あわせて第２条の規定を再受託者に遵守させるために必

要な措置を講じなければならない。 

３ 受託者は、前項の再委託を行う場合は、受託者及び再受託者が特

記事項を遵守するために必要な事項及び委託者が指示する事項を再

受託者と約定しなければならない。 

４ 受託者は、再受託者に対し、当該再委託による業務を遂行するため

に得た非開示情報を更なる委託等により第三者に取り扱わせることを

禁止し、その旨を再受託者と約定しなければならない。 

（非開示資料等の返還） 

第９条 受託者は、この契約による業務を遂行するために委託者から貸

与され、又は受託者が収集し、複製し、若しくは作成した非開示資料

等を、この契約が終了し、又は解除された後直ちに委託者に返還し、

又は引き渡すものとする。ただし、委託者が別に指示したときは、当該

方法によるものとする。 

２ 前項ただし書の場合において、委託者が当該非開示資料等の廃棄

を指示した場合、廃棄方法は焼却、シュレッダー等による裁断、復元

困難な消去等当該情報が第三者の利用に供されることのない方法に

よらなければならない。 

３ 第１項の場合において、受託者が正当な理由なく指定された期限内

に情報を返還せず、又は廃棄しないときは、委託者は、受託者に代わ

って当該情報を回収し、又は廃棄することができる。この場合におい

て、受託者は、委託者の回収又は廃棄について異議を申し出ることが

できず、委託者の回収又は廃棄に要した費用を負担しなければならな

い。 

（報告及び検査） 

第10条 委託者は、委託契約期間中必要と認めた場合は、受託者に対

して、情報の管理の状況及び委託業務の履行状況について、報告を

求めることができる。 

２ 委託者は、委託契約期間中必要と認めた場合は、情報の管理の状

況及び委託業務の履行状況について、作業場所において検査するこ

とができる。 

３ 前２項の場合において、報告又は検査に直接必要な費用は、受託

者の負担とする。ただし、委託者の故意又は過失により、過分の費用

を要した分については、委託者がこれを負担しなければならない。 

（事故発生時等における報告） 

第11条 受託者は、委託者の提供した情報並びに受託者及び再受託

者がこの契約による業務のために収集した情報について、火災その他

の災害、盗難、漏えい、改ざん、破壊、コンピュータウイルスによる被

害、不正な利用、不正アクセス等の事故が生じたとき、又は生ずるおそ

れがあることを知ったときは、速やかに委託者に報告し、委託者の指示

に従うものとする。この契約が終了し、又は解除された後においても同

様とする。 

（引渡し） 

第12条 受託者は、約款第28条第２項の規定による検査（以下「検査」と

いう。）に合格したときは、直ちに、契約の履行の目的物を納品書を添

えて委託者の指定する場所に納入するものとし、納入が完了した時を

もって契約の履行の目的物の引渡しを完了したものとする。 

（契約の解除及び損害の賠償） 

第13条 委託者は、次のいずれかに該当するときは、この契約の解除及

び損害賠償の請求をすることができる。 

(1) この契約による業務を遂行するために受託者又は再受託者が取り

扱う非開示情報について、受託者又は再受託者の責に帰すべき理

由による漏えい、滅失、き損及び改ざんがあったとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、特記事項に違反し、この契約による業

務の目的を達成することができないと認められるとき。

２ 委託者は、受託者が特記事項前条の規定による検査に不合格となっ

たときは、この契約を解除することができる。 

（著作権等の取扱い） 

第14条 この契約により作成される成果物の著作権等の取扱いについ

ては、約款第５条の規定にかかわらず、次の各号に定めるところによ

る。 

(1) 受託者は、著作権法（昭和45年法律第48号）第21条（複製権）、第

26条の３（貸与権）、第27条（翻訳権、翻案権等）及び第28条（第二

次著作物の利用に関する原著作者の権利）に規定する権利を、目

的物の引渡し時に委託者に無償で譲渡するものとする。

(2) 委託者は、著作権法第20条（同一性保持権）第２項第３号又は第４

号に該当しない場合においても、その使用のために、この契約によ

り作成される目的物を改変し、任意の著作者名で任意に公表できる

ものとする。

(3) 受託者は、委託者の書面による事前の同意を得なければ、著作権

法第18条（公表権）及び第19条（氏名表示権）を行使することができ

ないものとする。

(4) 受託者がこの契約の締結前から権利を有している著作物の著作

権は、受託者に留保されるものとする。この場合において、受託者

は、委託者に対し、当該著作物について、委託者が契約の履行の

目的物を使用するために必要な範囲で、著作権法に基づく利用を

無償で許諾するものとする。

２ 前項の規定にかかわらず、著作物の利用について設計図書で別段

の定めをした場合には、その図書の定めに従うものとする。 

３ 受託者は、この契約によるすべての成果物が、第三者の著作権、特

許権その他の権利を侵害していないことを保証するものとする。ただ

し、委託者の責に帰すべき事由を起因として権利侵害となる場合は、

この限りではない。 
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 （個人情報を取り扱う際の基本的事項） 

第１条 横浜市（以下「委託者」という。）がこの契約において個人情報（特定個人情報を含む。

以下同じ。）を取り扱わせる者（以下「受託者」という。）は、個人情報の保護の重要性を認

識し、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いにあたっては、横浜市個人情

報の保護に関する条例その他個人情報の保護に関する法令等（特定個人情報を取り扱わせる

者にあっては、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及

び横浜市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に

関する条例を含む。以下同じ。）を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人

情報を適正に取り扱わなければならない。 

 （適正な管理） 

第２条 受託者は、この契約による事務に係る個人情報の漏えい、滅失、き損及び改ざんの防

止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。 

２ 受託者は個人情報の取扱いに関する規定類を整備するとともに、管理責任者を特定し、委

託者に通知しなければならない。 

３ 受託者は、第１項の目的を達成するため、個人情報を取り扱う場所及び個人情報を保管す

る場所（以下「作業場所」という。）において、入退室の規制、防災防犯対策その他の安全対

策を講じなければならない。 

４ 受託者は、委託業務に着手する前に前２項に定める安全対策及び管理責任体制について委

託者に報告しなければならない。 

５ 受託者は、第２項及び第３項に定める受託者の安全対策及び管理責任体制に関し、委託者

が理由を示して異議を申し出た場合には、これらの措置を変更しなければならない。なお、

措置の変更に伴い経費が必要となった場合は、その費用負担について委託者と受託者とが協

議して決定する。 

 （従事者の監督） 

第３条 受託者は、この契約による事務の処理に従事している者に対し、この契約による事務

に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用しないよう必要

かつ適切な監督を行わなければならない。この契約が終了し、又は解除された後においても

同様とする。 

 （収集の制限） 

第４条 受託者は、この契約による事務を処理するために個人情報を収集するときは、当該事

務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。 

 （目的外利用の禁止等） 

第５条 受託者は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務に係る個人

情報を当該事務を処理する目的以外に利用してはならない。 

 （複写、複製の禁止） 

第６条 受託者は、あらかじめ委託者の指示又は承諾があった場合を除き、この契約による事

務を処理するにあたって委託者から提供された個人情報が記録された、文書、図画、写真、

フィルム及び電磁的記録（以下「資料等」という。）を複写し、又は複製してはならない。た

だし、事務を効率的に処理するため、受託者の管理下において使用する場合はこの限りでは

ない。 

（作業場所の外への持出禁止） 

第７条 受託者は、あらかじめ委託者の指示又は承諾があった場合を除き、この契約による事

務を処理するために委託者から貸与され、又は受託者が収集し、複製し、若しくは作成した

個人情報が記録された資料等（複写及び複製したものを含む。）について、作業場所の外へ持



ち出してはならない。 

（再委託の禁止等） 

第８条 受託者は、この契約による事務を処理するための個人情報を自ら取り扱うものとし、

第三者に取り扱わせてはならない。ただし、あらかじめ、委託者の書面による承諾を得た場

合はこの限りではない。 

２ 受託者は、前項ただし書きの規定により個人情報を取り扱う事務を第三者（以下「再受託

者」という。）に取り扱わせる場合には、再受託者の当該事務に関する行為について、委託者

に対しすべての責任を負うものとする。 

３ 受託者は、個人情報を取り扱う事務を再受託者に委託し、又は請け負わせる場合には、受

託者及び再受託者がこの規定を遵守するために必要な事項並びに委託者が指示する事項につ

いて、再受託者と約定しなければならない。 

４ 受託者は、前項の約定において、委託者の提供した個人情報並びに受託者及び再受託者が

この契約による事務のために収集した個人情報を更に委託するなど第三者に取り扱わせるこ

とを例外なく禁止しなければならない。 

 （資料等の返還） 

第９条 受託者は、この契約による事務を処理するために委託者から貸与され、又は受託者が

収集し、複製し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、この契約が終了し、又

は解除された後直ちに委託者に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、委託者が別に指

示したときは、当該方法によるものとする。 

 （報告及び検査） 

第10条 委託者は、委託契約期間中個人情報を保護するために必要な限度において、受託者に

対し、個人情報の管理状況及び委託業務の履行状況について、報告を求めることができる。 

２ 委託者は、委託契約期間中個人情報を保護するために必要な限度において、情報の管理の

状況及び委託業務の履行状況について、作業場所において検査することができる。 

３ 前２項の場合において、報告、資料の提出又は検査に直接必要な費用は、受託者の負担と

する。ただし、委託者の故意又は過失により、過分の費用を要した分については、委託者が

これを負担しなければならない。 

 （事故発生時等における報告） 

第11条 受託者は、個人情報の漏えい、滅失、き損及び改ざん等の事故が生じ、又は生ずるお

それがあることを知ったときは、速やかに委託者に報告し、委託者の指示に従うものとする。

この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 

 （研修の実施及び誓約書の提出） 

第12条 受託者は、従事者に対し、個人情報を取り扱う場合に従事者が遵守すべき事項並びに

従事者が負うべき横浜市個人情報の保護に関する条例その他個人情報の保護に関する法令等

に基づく罰則の内容及び民事上の責任についての研修を実施し、個人情報保護に関する誓約

書（様式１）及び研修実施報告書（様式２）を横浜市長に提出しなければならない。 

２ 受託者は、個人情報を取り扱う事務を再受託者に委託し、又は請け負わせる場合には、再

受託者に対し、前項に定める研修を実施させ、個人情報保護に関する誓約書（様式１）及び

研修実施報告書（様式２）を受託者に提出させなければならない。 

３ 前項の場合において、受託者は、再受託者から提出された個人情報保護に関する誓約書（様

式１）及び研修実施報告書（様式２）を横浜市長に提出しなければならない。 

 （契約の解除及び損害の賠償） 

第13条 委託者は、次のいずれかに該当するときは、この契約の解除及び損害賠償の請求をす

ることができる。 

 (1) この契約による事務を処理するために受託者又は再受託者が取り扱う個人情報について、

受託者又は再受託者の責に帰すべき理由による漏えいがあったとき。 

 (2) 前号に掲げる場合のほか、この特記事項に違反し、この契約による事務の目的を達成す

ることができないと認められるとき。 



（様式２）  

（Ａ４） 

 

 年 月 日 

（提出先） 

横浜市長  

（提出者） 

団体名  

責任者職氏名  

 

研修実施報告書 

 

横浜市個人情報の保護に関する条例第17条第1項の規定に

従い、横浜市の個人情報を取り扱う事務に従事する者に対

し、個人情報を取り扱う場合に遵守すべき事項並びに横浜市

個人情報の保護に関する条例その他個人情報の保護に関す

る法令等に基づく罰則の内容及び民事上の責任についての

研修を実施しましたので、別紙個人情報保護に関する誓約書

（様式１）（全  枚）のとおり提出いたします。 

引き続き個人情報の漏えい等の防止に取り組んでいきま

す。 

 



（様式１） 

個人情報保護に関する誓約書 

（提出先） 

横浜市長 

 横浜市の個人情報を取り扱う事務に従事するにあたり、個人情報を取り扱う場合に遵守すべ

き事項並びに横浜市個人情報の保護に関する条例その他個人情報の保護に関する法令等に基づ

く罰則の内容及び民事上の責任についての研修を受講しました。 

 横浜市個人情報の保護に関する条例その他個人情報の保護に関する法令等及び個人情報取扱

特記事項を遵守し、個人情報を適切に取り扱うことを誓約いたします。 

研修受講日 所 属 担 当 業 務 
氏    名 

（自署又は記名押印） 

（Ａ４）


	回答書　
	別紙１
	別紙２
	別紙３　契約書（案）



